
立
券
荘
号
の
成
立

佐

藤

泰

弘

立券荘号の成立（佐藤）

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
立
券
の
語
義
の
変
遷
を
八
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
ま
で
跡
付
け
、
土
地
所
有
形
態
の
変
遷
と
荘
園
制
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　
第
一
、
八
世
紀
～
九
世
紀
後
半
。
土
地
を
売
買
す
る
際
に
は
宮
司
（
隅
司
・
郡
司
な
ど
）
の
認
可
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
立
券
は
官
司
が
認
、

可
を
与
え
た
売
買
契
約
文
書
を
作
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
売
買
契
約
文
書
は
土
地
を
売
却
す
る
者
が
官
司
に
立
券
を
申
請
す
る
と
い
う
書
式
を
取
っ
て
い

る
。
し
か
し
実
際
は
土
地
を
買
得
す
る
者
が
立
券
の
た
め
に
活
動
し
た
ゆ

　
第
二
，
九
世
紀
末
乙
一
一
世
紀
末
。
売
買
の
際
に
官
司
の
認
可
を
得
る
こ
と
は
行
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
立
券
は
、
売
買
・
譲
与
な
ど
で
新

し
く
土
地
を
取
得
し
た
者
が
郡
司
・
刀
禰
の
認
可
を
得
る
手
続
き
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
在
地
し
な
い
貴
族
等
が
土
地
を
取
得
し
た
時
、
所
有
権
の

保
証
を
得
て
土
地
経
営
を
安
定
化
す
る
た
め
に
、
郡
司
・
．
刀
禰
に
取
得
し
た
こ
と
を
通
告
し
た
。
所
有
者
の
代
り
に
そ
の
庇
護
者
が
立
券
に
介
入
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
土
地
に
課
さ
れ
る
税
の
免
除
を
求
め
る
な
ど
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
（
特
に
荘
園
の
場
合
）
は
国
司
を
介
し
て
郡
司
に
通
告

さ
れ
た
。
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
－
、

　
第
三
、
一
一
世
紀
末
2
＝
二
世
紀
中
期
っ
立
券
は
荘
園
を
設
立
す
る
手
続
き
巻
意
味
す
愚
ま
う
に
な
る
ゆ
立
券
の
主
体
は
郡
司
．
・
刀
禰
か
ら
官
使
．
言

貌
や
在
庁
官
人
へ
移
る
。
立
券
の
具
体
的
作
業
は
、
①
土
地
調
査
で
あ
る
検
注
や
、
②
荘
園
の
境
界
に
膀
示
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
標
識
を
立
て
る
ご
と
が

、
行
わ
れ
た
。
一
二
世
紀
中
期
ま
で
は
①
に
重
点
が
置
か
れ
、
そ
れ
以
後
は
②
が
重
視
さ
れ
た
。
天
皇
・
院
の
認
可
を
得
て
い
る
こ
と
が
荘
園
の
要
件
に
な

r
り
、
荘
園
は
統
治
組
織
と
し
て
組
帯
地
位
を
得
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
荘
園
制
が
完
成
す
る
。
そ
の
後
、
轡
一
二
世
紀
中
期
以
降
に
な
る
と
立
券
は
行

わ
れ
な
く
な
り
、
荘
園
制
は
新
し
い
段
階
へ
と
移
行
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
七
穴
巻
五
号
」
九
九
三
年
九
月
r

序
章
　
立
券
荘
号
と
売
買
立
券

r
立
券
荘
号
は
荘
園
を
設
立
す
る
た
め
の
手
続
き
で
あ
る
。
中
田
薫
氏
に
よ
る
と
、
公
的
手
続
き
に
よ
り
て
不
輸
不
入
の
特
権
を
持
づ
荘
園
が
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設
立
さ
れ
る
の
は
一
〇
世
紀
中
頃
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
官
省
符
の
申
請
と
立
骨
性
号
と
い
う
二
つ
の
行
為
を
必
要
と
し
た
。
宮
省
営
の
申

請
と
は
荘
園
に
対
す
る
一
切
の
賦
課
の
勅
免
を
申
請
す
る
こ
と
で
あ
り
、
立
券
荘
号
と
は
不
輸
の
勅
免
を
得
た
荘
園
領
主
が
官
使
と
と
も
に
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

注
を
行
い
、
四
至
を
堺
し
て
膀
示
を
打
つ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
し
か
し
「
立
券
点
訳
」
（
立
魅
し
て
荘
号
を
名
乗
る
）
と
い
う
表
現
は
一
二
・
＝
二
世
紀
に
な
っ
て
よ
う
や
く
史
料
に
現
わ
れ
る
。
中
田
氏
が
立

券
荘
号
と
し
て
論
じ
た
事
柄
は
史
料
上
で
は
単
に
「
立
券
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
中
込
律
子
・
保
立
道
久
・
西
谷
地
晴
美
・
上
島
享
の
算
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
、
中
田
氏
と
は
異
な
る
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
観
点
か
ら
立
券
に
つ
い
て
論
じ
た
。
中
込
氏
は
｝
○
・
一
噌
世
紀
の
郡
郷
司
に
固
有
の
機
能
を

検
討
し
た
際
、
そ
の
一
つ
と
し
て
私
領
の
立
券
を
取
り
上
げ
、
郡
郷
貫
の
立
券
が
、
国
衙
行
政
権
の
分
割
を
伴
う
＝
一
世
紀
以
降
の
立
券
と
質

的
に
異
な
っ
て
い
る
と
論
じ
た
。
保
立
氏
は
立
券
を
膀
示
打
ち
つ
ま
り
荘
園
の
境
界
の
確
定
と
し
て
論
じ
、
そ
の
際
に
現
地
で
行
わ
れ
る
儀
礼

に
考
察
を
加
え
た
。
西
谷
地
氏
は
一
一
・
一
二
世
紀
の
立
券
を
検
討
し
、
立
券
の
対
象
と
な
る
所
領
に
荘
園
・
私
領
・
国
領
（
別
名
）
の
レ
ベ
ル

差
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
立
券
は
検
注
を
し
て
立
券
状
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
上
島
概
は
中
世
に
お
け
る
土
地
所

有
認
定
を
論
じ
た
中
で
荘
園
設
立
の
手
続
き
に
触
れ
、
そ
の
根
幹
を
立
券
（
検
注
）
と
、
膀
示
打
ち
及
び
不
輸
権
付
与
と
に
ま
ど
め
た
。

　
中
込
氏
と
西
谷
紫
蘇
は
考
察
に
当
っ
て
の
時
期
設
定
を
異
に
し
、
中
込
茂
が
立
券
の
質
的
な
変
化
を
論
じ
、
西
谷
地
帯
が
所
領
の
レ
ベ
ル
の

差
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
立
券
の
具
体
的
手
続
き
に
つ
い
て
は
保
立
氏
が
膀
示
打
ち
を
、
西
谷
地
・
上
島
両
氏
が
検
注
を
重
視
し
て
い
る
。
四

琉
は
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
が
、
意
見
の
一
致
を
見
て
い
な
い
。
立
券
に
つ
い
て
具
体
的
か
つ
通
時
的
に
考
察
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
土
地
の
売
買
契
約
文
書
（
売
券
）
を
作
成
す
る
こ
と
も
立
券
と
呼
ば
れ
た
（
売
買
立
券
）
。
西
谷
地
瓦
は
「
立
券
」
の
本
義
は
「
券
を
立
つ
」
こ

と
で
あ
る
と
論
じ
、
所
領
立
券
の
根
本
を
立
券
状
の
作
成
に
求
め
た
。
こ
れ
は
売
買
立
券
と
所
領
立
券
の
関
連
を
考
え
た
初
め
て
の
試
み
で
あ

る
。
し
か
し
荘
園
を
「
立
券
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
動
詞
を
「
券
を
立
つ
」
と
分
解
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

世
紀
以
降
に
な
る
と
所
領
を
「
立
券
」
す
る
ほ
か
、
紛
失
し
た
公
験
を
「
立
券
」
す
る
こ
と
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
「
立
券
」
は
「
立
つ
」
こ

2　（634）



と
に
意
味
の
重
点
が
あ
る
。
「
立
つ
」
は
「
生
き
も
の
や
事
物
な
ど
を
あ
る
地
点
に
し
っ
か
り
位
置
を
占
め
さ
せ
、
上
方
に
向
け
て
直
立
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
」
と
い
う
語
義
を
持
つ
。
た
だ
し
「
立
つ
」
こ
と
を
「
立
券
」
と
表
現
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
・
甕
妾
の
概
略
か
ら
始
め
て
妾
の
変
遷
を
辿
り
・
立
券
荘
号
の
成
妾
考
え
て
み
た
吻
・
そ
う
す
る
こ
と
で
・
土
地
所
有
形
態

の
変
遷
と
荘
園
制
の
成
立
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
別
の
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

①
中
田
「
日
本
庄
園
の
系
統
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三

　
八
年
。
発
表
一
九
〇
六
年
）
穴
一
・
六
二
頁
。

②
「
立
券
等
号
」
は
、
寿
永
二
年
閏
一
〇
月
一
＝
日
後
白
河
院
題
下
文
案
（
『
平

　
安
諺
文
』
四
＝
四
）
及
び
弘
安
三
年
四
月
日
河
内
圏
金
蝿
寺
衆
徒
申
状
（
『
大

　
日
本
古
文
書
』
金
附
寺
文
露
、
　
一
二
六
頁
）
に
見
え
る
。
以
下
『
平
安
遣
文
』

　
は
『
平
隔
と
略
す
。

⑧
中
込
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
圏
衙
照
内
支
配
の
構
造
と
特
質
」
（
『
学
習
院
史

　
学
』
二
三
、
一
九
八
五
年
）
。
保
立
「
中
世
に
お
け
る
山
野
河
海
の
領
有
と
支
配
」

　
（
『
日
本
の
社
会
史
臨
2
、
岩
流
書
店
、
一
九
八
七
年
）
。
西
谷
地
「
中
世
的
土
地

　
所
有
を
め
ぐ
る
文
書
主
義
と
法
慣
習
」
（
『
臼
本
史
研
究
隠
三
一
一
〇
、
　
一
九
八
九

　
年
）
。
上
島
「
庄
園
公
領
制
下
の
所
領
認
定
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
七
、
一
九

　
九
二
年
）
。

④
中
田
薫
「
売
買
雑
考
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
上
、
一
九
閥
三
年
）
な
ど
。

⑤
　
康
治
三
年
正
月
一
一
日
観
世
音
寺
領
大
石
山
北
両
封
井
杷
団
円
本
案
（
『
平
』

　
二
五
二
三
）
、
寛
弘
二
年
七
月
二
九
臼
藤
原
諸
賢
牒
（
『
平
』
四
四
〇
）
。

⑥
岩
波
『
古
語
辞
典
蝕
補
訂
版
「
た
て
」

⑦
本
稿
で
は
立
券
の
手
続
き
文
書
を
中
心
に
検
討
す
る
。
扇
蟹
目
録
や
種
々
の
文

　
書
に
晃
え
る
立
券
に
つ
い
て
、
お
よ
び
井
楼
二
品
な
ど
関
連
す
る
事
項
は
別
の
機

　
会
に
譲
る
。
ま
た
売
買
立
券
や
個
別
荘
園
・
荘
園
制
に
関
す
る
研
究
は
極
め
て
多

　
数
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
直
接
に
依
拠
し
た
も
の
を
註
記
す
る
に
止
め
る
。

立券荘弩の成立（佐藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
剛
章
　
売
買
立
券
－
八
世
紀
～
九
世
紀
後
期
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
立
券
の
原
義
は
「
券
を
立
つ
」
つ
ま
り
「
国
文
を
作
る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
立
券
と
い
う
言
葉
は
文
書
一
般
の
作
成
に
つ
い
て
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

く
、
売
券
を
作
る
揚
合
に
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
た
。

　
土
地
の
売
券
は
八
世
紀
以
降
に
多
数
残
さ
れ
て
い
る
が
、
一
〇
世
紀
頃
ま
で
の
売
券
に
は
国
司
・
郡
司
の
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
。
八
～
一
〇
世
紀
の
家
地
・
墾
田
の
売
券
を
素
材
と
し
て
研
究
が
厚
く
積
ま
れ
て
い
る
中
で
、
茜
山
良
平
氏
の
研
究
は
示
唆
に
富
む
。
西
山

氏
は
八
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
末
に
作
ら
れ
た
売
券
を
作
成
通
数
・
保
管
場
所
の
点
か
ら
検
討
し
、
i
期
1
1
貞
観
期
（
八
五
九
～
八
七
六
）
以
前
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老
K
期
曜
元
慶
期
（
八
七
七
～
）
以
後
と
を
区
別
し
た
。
1
期
で
は
、
国
国
と
郡
判
と
を
共
に
得
た
売
券
は
三
通
作
ら
れ
て
国
・
郡
・
買
人
の
許

で
保
管
さ
れ
、
郡
判
の
み
を
得
た
売
券
は
二
通
作
ら
れ
て
郡
・
買
人
が
保
管
し
た
。
狂
期
で
は
、
国
司
・
郡
司
は
売
券
を
保
管
せ
ず
、
買
人
の

保
管
す
る
」
通
の
み
が
作
成
ざ
れ
允
。
売
券
の
作
成
通
数
と
保
管
場
所
の
変
化
は
売
買
立
券
の
性
格
の
変
化
を
表
し
て
い
る
。
本
章
で
は
一
期

、
に
奈
良
時
代
の
売
券
も
含
め
て
検
討
す
る
。

　
売
買
の
際
に
は
上
申
し
て
官
司
（
国
司
・
郡
司
・
京
職
）
の
認
可
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
売
券
は
立
券
を
申
請
す
る
解
式
の
上
申
文
書
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

作
ら
れ
た
。
八
世
紀
の
売
券
窺
「
国
画
聴
許
已
詑
」
や
「
国
判
依
レ
請
」
と
い
う
判
が
あ
る
よ
う
に
、
官
司
の
認
可
は
解
状
の
奥
に
加
え
ら
れ
た

判
と
し
て
示
さ
れ
、
、
字
面
に
ば
宮
司
の
印
が
捺
さ
れ
た
。
ま
た
八
・
九
世
紀
の
大
和
・
山
城
国
で
は
「
国
君
立
二
券
（
文
）
己
や
「
郡
判
立
二
券

　
　
　
　
　
　
　
⑤

（
文
）
こ
と
い
う
判
が
見
え
、
国
司
・
郡
司
は
判
を
与
え
る
こ
と
が
立
券
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
立
券
の
主
体
は
申
請
を
受
け
た
官
司
で

あ
る
。

　
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
、
越
前
国
司
は
、
東
大
寺
が
墾
田
を
買
得
し
て
立
券
を
求
め
て
早
送
し
て
き
た
の
で
、
「
越
前
国
司
判
」
と
書
き

出
し
・
売
貿
の
経
緯
を
記
し
・
「
以
為
二
公
堕
」
と
書
き
止
め
た
文
書
を
与
え
や
こ
れ
は
樗
な
ら
売
券
の
奥
に
加
え
ら
れ
る
国
華
が
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
国
や
郡
の
判
・
印
を
得
た
売
券
は
公
験
（
官
司
の
証
明
）
の
一
種
で
あ
り
、
売
買
立
券
は
宮
司
が
売
買
の
公
験
を
与
え

る
手
続
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
⑧

　
貞
観
一
五
年
（
八
七
三
）
の
平
群
窟
益
売
券
断
簡
は
、
「
新
券
」
を
立
て
る
ま
で
の
閥
、
仮
に
「
白
紙
券
文
」
を
立
て
る
と
記
し
て
い
る
。
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

紙
券
文
と
は
朱
の
官
印
を
捺
し
て
い
な
い
券
文
、
つ
ま
り
官
司
の
判
を
得
て
い
な
い
券
文
で
あ
る
。
白
紙
古
文
と
自
称
す
る
に
相
応
し
く
、
こ

の
売
券
の
書
止
め
は
解
式
を
取
ら
ず
、
売
買
当
事
者
が
官
司
に
上
申
す
る
意
図
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
売
買
契
約
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

文
書
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
が
、
白
紙
案
文
で
は
新
券
を
立
て
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
当
事
者
の
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
之

の
文
脈
に
お
い
て
「
白
紙
曾
爾
」
と
対
比
さ
れ
た
「
新
券
し
が
「
新
し
い
売
買
の
公
験
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
1
期
に
お
い
て
、
官
司
の
判
磨
得
た
売
券
、
（
売
買
の
公
験
）
は
複
数
作
ら
れ
、
樵
人
と
買
人
と
が
所
持
し
た
。
山
本
行
彦
玩
に
よ
る
走
、
官
司
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立券切削の成立（佐藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
立
券
に
際
し
て
古
い
公
験
に
「
殿
」
と
記
し
て
失
効
さ
せ
た
。
「
殿
」
の
事
例
は
少
数
で
あ
る
が
、
官
司
に
よ
る
公
験
の
管
理
を
表
し
て
い

る
。
複
数
作
ら
れ
た
売
買
の
公
験
の
う
ち
、
官
司
に
保
管
さ
れ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
買
人
の
所
持
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
の
は
土
地
の
買
得
を
証
明
す
る
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
当
時
、
通
例
で
は
公
験
を
持
た
な
い
百
姓
の
墾
田
は
収
公
さ
れ
た
。
こ
の
公
験

は
墾
田
開
発
の
許
可
証
と
考
え
ら
れ
る
。
公
験
が
土
地
所
有
の
証
文
と
な
る
こ
と
は
売
買
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
貞
観
九
年
（
八
六
七
〉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

安
祥
寺
所
司
は
伽
藍
縁
起
資
財
帳
を
後
代
に
伝
え
る
た
め
、
官
印
を
請
う
て
公
験
と
す
る
こ
と
を
企
て
て
い
る
。
資
財
帳
を
公
験
と
す
る
こ
と

で
恒
久
的
な
保
証
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
r
売
買
立
券
が
行
わ
れ
る
理
由
は
、
官
司
の
認
可
を
得
る
こ
と
が
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら

だ
け
で
は
な
く
、
最
も
確
実
な
土
地
証
文
と
し
て
の
公
験
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
官
司
が
売
買
を
認
可
す
る
こ
と
は
、
官
司
が
買
人
を
新
し
い
所
有
者
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
売
券
は
売
人
が
立
券
を
請

う
と
い
う
書
式
を
取
る
が
、
買
人
が
立
券
の
た
め
に
積
極
的
に
活
動
し
た
。
①
天
平
二
〇
年
（
七
四
八
）
に
東
大
寺
は
小
暑
田
藤
麻
呂
か
ら
墾
田

を
買
得
し
、
売
人
解
状
に
郡
判
・
国
魂
を
加
え
た
売
券
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
売
券
は
太
政
官
符
に
よ
っ
て
伊
賀
国
司
に
立
券
が
命
じ
ら
れ
て
作

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
東
大
寺
が
立
券
を
申
請
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
②
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
三
月
一
四
日
、
東
大
寺
は
因
幡
国
司

・
国
師
に
牒
を
送
り
ハ
負
物
代
と
し
て
買
得
し
た
擬
闘
を
立
券
す
る
た
め
に
立
券
使
を
派
遣
し
た
。
国
司
・
国
師
は
、
四
月
二
八
日
、
「
墾
田

券
文
」
を
副
え
・
立
処
し
た
旨
の
藤
を
送
・
榊
③
弘
皇
四
年
（
八
二
毎
の
長
岡
男
茎
「
即
堕
買
人
牽
送
以
解
」
と
書
き
止
め
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

奥
に
は
郡
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
買
人
が
郡
判
を
得
て
い
な
い
売
券
（
郷
長
解
）
を
携
え
て
郡
衙
に
赴
き
、
郡
判
を
得
た
と
推
定
で
き
る
。
④

承
和
三
年
（
八
三
六
）
に
秦
殿
主
は
秦
広
野
か
ら
家
地
一
段
を
買
得
し
、
郷
長
解
式
の
売
券
が
二
通
作
ら
れ
た
。
こ
の
売
券
は
郡
判
を
得
な
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
⑰
　
、

ま
扁
四
年
が
経
過
し
、
殿
主
か
ら
家
地
を
譲
り
受
け
た
秦
永
場
に
よ
っ
て
上
野
を
得
て
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
立
券
さ
れ
た
，

　
①
は
買
人
の
働
き
か
け
で
売
券
自
体
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
で
は
買
人
の
使
者
が
立
券
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

④
の
よ
う
に
売
券
に
官
司
の
判
を
得
る
手
続
き
が
買
人
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
売
券
の
様
式
は
郡
司
解
状
・
郷
長
解
状
・
売
人
解
状
な
ど
一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
宮
司
（
国
司
・
郡
司
等
）
が
解
状
（
売
券
）
の
奥
に
判
を
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加
え
る
こ
と
が
1
期
の
立
券
の
基
本
的
手
続
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
売
買
の
公
験
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
買
人
は
積
極
的
に
活
動
し

（638）

た
の
で
あ
る
。

6

①
「
立
二
券
文
二
で
は
な
く
「
造
ご
券
文
二
と
記
し
た
墾
田
売
券
も
若
干
見
ら
れ

　
る
。

②
　
譲
状
・
相
博
聞
・
施
入
汐
・
寄
進
状
を
作
る
こ
と
が
「
立
券
」
と
呼
ば
れ
る
こ

　
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
上
申
文
書
の
書
式
を
取
る
こ
と
も
稀
で

　
あ
る
。
ま
た
郡
司
・
刀
翻
の
証
判
を
申
請
す
る
解
状
が
立
券
申
請
の
形
式
を
取
る

　
こ
と
も
稀
で
あ
る
。
上
本
の
「
券
」
は
売
買
契
約
文
士
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
限

　
定
的
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
土
地
の
賃
租
（
売
買
の
一
形
態
）
や

　
奴
卿
・
牛
馬
の
売
買
で
も
立
券
さ
れ
た
　
（
『
令
義
解
』
・
『
令
集
解
』
）
。
牛
馬
売
買

　
は
官
司
に
届
け
る
必
要
が
な
く
、
立
券
の
手
続
き
は
土
地
・
奴
碑
と
は
異
な
る
。

　
本
稿
で
は
立
券
荘
号
へ
の
展
粥
を
論
じ
る
た
め
に
土
地
の
売
買
立
券
を
起
点
と
し

　
て
考
察
を
進
め
る
。
動
産
・
不
動
産
な
ど
の
所
有
権
の
移
転
全
般
と
立
券
と
の
関

　
連
に
つ
い
て
、
お
よ
び
分
国
の
立
券
と
の
比
較
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

③
西
山
「
平
安
前
期
「
立
券
」
の
性
格
」
（
岸
俊
男
教
授
退
宮
記
念
正
編
『
日
本

　
政
治
社
会
史
研
究
』
中
、
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
）
。

④
　
前
者
は
天
平
二
〇
年
一
一
月
一
九
日
小
治
田
藤
麻
呂
解
（
『
大
日
本
古
文
書
』

　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
東
大
寺
文
書
之
二
　
東
南
院
文
書
之
二
、
四
六
九
号
。
以
下
『
東
』
ニ
ー
四
六
九

　
の
よ
う
に
略
す
）
、
天
平
勝
宝
三
年
四
月
一
二
日
伊
賀
国
阿
拝
郡
司
解
（
『
東
』
二

　
一
四
七
〇
）
。
後
者
は
天
平
勝
宝
三
年
七
月
二
七
日
近
江
国
甲
可
郡
司
解
（
『
大
臼

　
本
古
文
書
』
編
年
文
書
之
三
、
五
一
三
頁
）
。

⑥
　
「
国
判
立
券
」
は
、
天
幕
宝
字
五
年
一
一
月
二
七
日
大
和
国
十
宿
郡
司
解
（
『
爽
』

　
三
－
五
九
八
）
、
延
暦
七
年
＝
一
月
二
三
日
大
和
国
添
上
郡
司
解
（
『
平
』
五
）
、

　
延
暦
一
九
年
六
月
二
一
日
山
城
国
紀
伊
郡
司
解
案
（
『
平
隔
一
八
）
、
大
同
元
年
一

　
二
月
一
〇
日
大
島
国
幅
下
郡
司
解
（
『
平
臨
二
九
）
、
弘
仁
八
年
八
月
一
一
日
山
城

　
圏
紀
伊
郡
司
解
由
（
『
平
』
四
三
）
、
承
和
八
年
一
〇
月
九
日
山
城
國
宇
治
郡
司
解

　
（
『
平
』
七
〇
）
、
承
涌
一
四
年
六
月
二
七
日
出
城
国
宇
治
郡
司
解
（
『
平
』
八
六
）
、

　
貞
縦
隔
山
脈
年
正
月
門
二
一
R
【
山
城
国
紀
伊
郡
調
円
加
議
案
（
『
平
』
　
一
四
一
二
）
、
貞
獺
酬
一
四
年

　
皿
二
月
一
一
二
日
石
川
面
繋
鯉
…
（
『
平
』
　
一
六
六
）
。
「
郡
判
立
券
（
文
）
」
は
、
貞
観

　
一
二
年
四
月
二
三
日
某
郷
長
解
（
『
平
』
一
六
三
）
、
天
麿
六
年
一
一
月
二
五
日
安

寄
高
村
解
（
『
平
』
二
六
四
）
、
天
暦
一
一
年
八
月
一
五
日
欝
始
乙
連
星
（
『
平
』

　
二
七
〇
）
。

⑥
　
天
平
宝
字
八
年
二
月
九
日
越
前
国
司
判
（
『
束
』
二
一
五
〇
八
）
。

⑦
公
験
に
つ
い
て
は
僧
尼
の
証
明
書
と
か
墾
田
の
開
発
許
可
証
の
よ
う
に
限
定
的

　
に
考
え
る
論
者
も
あ
る
（
佐
々
木
宗
雄
「
平
安
中
期
の
土
地
所
有
認
定
に
つ
い
て
」

　
『
日
本
史
研
究
』
一
一
三
九
、
一
九
八
二
年
、
五
一
頁
以
下
）
。
し
か
し
公
験
は
公

　
（
官
司
）
の
験
（
証
明
）
で
あ
り
、
官
司
が
発
効
し
た
証
明
書
や
、
官
司
が
判
を

　
加
え
た
証
明
霞
を
一
般
に
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。

⑧
　
頁
観
一
五
年
四
月
二
五
日
平
群
平
岡
売
券
写
（
前
略
）
（
『
平
臨
一
六
七
）
。

⑨
　
中
野
栄
夫
「
「
白
紙
」
に
つ
い
て
」
（
井
上
光
頁
博
士
還
暦
記
念
会
報
『
古
代
史

　
論
叢
』
中
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
。

⑩
加
藤
友
康
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
売
券
に
つ
い
て
」
（
土
田
直
鎮
先
生
還
暦

　
記
念
会
編
『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』
上
巻
、
一
九
八
四
年
）
六
七
四
頁
、
藪
山

　
前
掲
論
文
二
八
四
頁
。

⑪
山
本
「
日
本
古
代
に
お
け
る
国
家
的
土
地
歯
並
の
特
質
」
（
田
名
網
宏
編

　
『
古
代
圏
家
の
支
配
と
構
造
』
、
東
京
堂
出
版
、
　
一
九
八
六
年
）
、
　
加
藤
前
掲
論

　
文
。

⑫
弘
仁
二
年
正
月
二
九
日
太
政
官
符
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
五
）
。



⑬
　
貞
観
九
年
六
月
一
一
日
安
祥
寺
伽
藍
縁
起
資
材
帳
写
（
『
平
』
一
六
四
）
。

⑭
天
平
二
〇
年
＝
月
一
九
日
小
治
田
藤
麻
呂
解
（
『
東
』
ニ
ー
四
六
九
）
。
天
平

　
二
〇
年
一
〇
月
二
七
日
太
政
宮
符
案
（
『
東
』
五
－
＝
一
八
）
。

⑱
天
平
神
護
元
年
四
月
二
八
日
因
幡
国
司
牒
（
『
東
』
ニ
ー
五
六
六
）
、
天
平
神
護

　
元
年
・
四
月
二
八
日
鰹
幡
国
国
師
牒
（
『
棄
』
二
一
五
六
七
）
。

⑯
弘
仁
一
四
年
＝
一
月
九
日
長
岡
郷
長
解
（
『
平
』
四
八
）
。

⑰
承
和
三
年
二
月
五
日
高
田
郷
長
解
写
（
『
平
臨
五
九
）
、
嘉
祥
二
年
一
一
月
二
〇

　
臼
高
田
郷
長
解
（
『
平
臨
九
二
）
、
嘉
祥
二
年
一
一
月
一
＝
日
量
三
女
解
（
『
平
』

　
九
三
）
。
加
藤
・
山
本
前
掲
論
文
参
照
。
ま
た
秦
永
罫
が
秦
縄
子
か
ら
家
地
を
買

　
得
し
た
際
の
嘉
祥
二
年
七
月
二
九
日
高
薄
遇
長
目
は
同
一
の
も
の
が
二
通
残
さ
れ

　
て
い
る
（
『
平
』
九
〇
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
山
前
掲
論
文
註
3
7
は
保
留
し
て
い
る

　
が
、
郡
判
を
得
る
こ
と
を
予
定
し
て
二
通
作
ら
れ
た
売
券
が
買
人
で
あ
る
永
峯
の

　
手
に
渡
さ
れ
、
郡
判
を
得
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑱
　
現
雀
郡
判
が
加
え
ら
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
売
券
の
中
に
も
、
当
事
者
の
間
で

　
は
郡
判
を
得
る
こ
と
を
予
定
し
た
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
売
買
立
券
を
、
現

　
存
の
売
券
の
状
態
の
み
で
茶
壷
・
落
勢
の
分
類
を
す
る
こ
と
は
、
立
券
の
過
程
を

　
考
慮
す
る
と
、
不
十
分
で
あ
る
。

第
二
章
所
領
の
立
券

第
一
節
　
立
券
と
公
験
－
九
世
紀
後
期
～
醐
O
世
紀
宋
期
1

立券荘号の成立（偽藤）

　
皿
期
つ
ま
り
九
世
紀
後
期
か
ら
一
〇
世
紀
末
期
に
お
い
て
、
売
券
に
国
司
の
判
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
郡
判
を
加
え
た
も
の
が
一
通
だ
け
作

ら
れ
、
買
人
が
所
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
京
職
の
場
含
は
や
や
遅
れ
る
。
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
四
月
九
日
七
条
令
解
は
二
通
作
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

同
七
年
閏
正
月
三
日
に
左
京
職
判
を
得
て
、
職
と
買
人
が
保
管
し
た
。

　
官
司
が
公
験
を
保
管
し
な
く
な
っ
た
こ
と
は
公
験
の
管
理
に
も
消
極
的
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
公
験
の
管
理
を
明
瞭
に
示
す
の
は
、

新
し
い
公
験
を
立
て
た
時
に
古
い
公
験
を
殿
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
終
見
が
右
に
挙
げ
た
左
京
職
の
事
例
で
あ
る
。
立
券
に
対
す
る
官
司
の
態

度
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

　
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
七
月
一
七
日
秦
寄
編
著
は
　
「
伽
為
二
後
日
公
験
ハ
売
買
両
人
井
保
証
刀
禰
録
二
署
名
ハ
立
レ
券
既
畢
之
。
意
解
」
と
書
き

　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

止
め
て
い
る
。
解
式
で
あ
る
が
郡
判
を
得
て
お
ら
ず
、
「
立
レ
券
既
畢
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
解
式
の
書
止
め
は
単
な
る
形
式
で
あ
り
、
当
事

者
に
上
申
の
意
図
は
無
か
っ
た
と
思
う
。
売
買
立
券
は
当
事
者
間
で
完
結
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
検
討
し
た
貞
観
一
五
年
の
平
群
富
益
売
券
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と
旧
き
ぐ
異
な
り
、
売
買
当
事
者
の
意
識
も
変
化
し
て
い
る
こ
ど
が
窺
え
る
。

，
ま
た
、
「
為
二
後
日
公
験
こ
と
は
「
後
碍
の
証
文
と
し
て
」
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
。
公
験
は
官
司
が
与
え
る
証
明
に
限
定
さ
れ
ず
、
私
人

間
の
証
文
も
公
験
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
公
験
と
呼
ば
れ
る
文
書
の
拡
大
（
公
験
の
語
義
の
変
化
）
は
、
官
司
が
公
験
を
管
理
し
な
く
な
る
こ
と
と

表
裏
の
現
象
で
あ
ろ
う
。

　
1
期
か
ら
正
期
に
か
け
て
め
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
　
一
一
世
紀
以
降
の
郡
判
を
得
な
い
売
券
に
接
続
す
る
。
　
一
一
世
紀
以
降
も
売
券
に
は

「
立
券
」
が
定
型
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
A
そ
こ
に
は
特
定
の
手
続
き
を
表
す
重
い
意
味
を
見
出
し
難
い
。
そ
し
て
そ
の
他
に
「
放
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

券
文
二
と
い
う
定
型
句
竜
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

・
し
か
し
E
期
に
お
い
て
も
売
買
の
際
に
郡
司
が
立
券
し
た
事
例
は
あ
る
。
そ
れ
は
1
期
と
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の

事
例
を
検
討
し
よ
う
。
p

　
票
例
1
　
蔭
孫
正
六
位
上
弓
朝
臣
敏
は
笠
小
門
と
美
作
広
並
か
ち
本
公
験
（
売
人
の
所
持
す
る
証
文
）
を
添
え
て
、
筑
前
国
穂
浪
郡
内
の
治
田
・

家
地
・
林
を
買
得
し
、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
三
月
七
日
王
事
浪
郡
可
に
立
券
（
「
立
一
質
券
一
」
）
を
申
請
し
た
。
穂
浪
郡
司
は
三
月
二
三
日
付
け
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

解
状
で
立
券
の
完
了
を
報
告
し
て
い
る
。
以
下
、
笠
小
門
か
ら
の
買
得
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
後
高
表
－
晦
1
参
照
）
。

　
笠
小
門
売
券
は
三
月
七
日
付
け
で
あ
り
、
敏
が
立
券
を
申
請
し
た
日
付
と
一
致
す
る
。
敏
は
笠
小
門
か
ら
本
公
験
と
郡
判
を
得
て
い
な
い
売

券
を
受
け
取
っ
て
、
郡
司
に
新
券
を
立
て
る
こ
と
を
申
請
し
、
売
券
に
郡
判
が
加
え
ら
れ
て
売
買
の
公
験
が
作
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の

限
り
で
至
期
と
共
通
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
立
券
に
は
別
の
面
が
あ
る
。
ま
ず
穂
浪
郡
司
は
敏
の
牒
を
請
け
て
、
「
立
コ
券
雑
財
物
二
や
「
立
副
券
敏
名
一
結
畢
」
と
解
状
で

報
告
し
た
。
こ
の
二
つ
を
合
せ
て
「
雑
財
物
を
西
名
に
立
券
し
た
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
立
券
」
が
雑
財
物
（
治
田
・
家
地
・
林
）

を
目
的
語
と
す
る
一
つ
の
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
初
見
例
で
あ
り
、
「
立
つ
」
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
郡
司
解
状
は
志
野
を
点
け
て
立
券
の
完
了
を
報
告
す
る
講
文
で
あ
る
。
売
買
立
券
が
売
券
に
判
を
与
え
て
公
験
と
す
る
手
続
き
で
あ
る

8　（64e）’
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限
軌
、
郡
司
解
状
は
敏
牒
と
共
に
単
な
る
手
続
き
文
書
で
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
こ
の
解
状
は
「
傍
与
二
公
験
一
如
レ
件
、
謹
解
」
と
書
止
め
、

て
お
り
、
郡
判
を
加
え
た
売
券
と
は
別
に
、
解
状
自
身
も
公
験
と
さ
れ
て
い
る
。

　
売
券
と
解
状
と
い
う
二
つ
の
公
験
は
証
明
す
る
対
象
が
異
な
っ
て
い
る
。
売
券
は
敏
が
治
田
等
を
得
た
こ
と
を
売
買
に
即
し
て
証
す
る
。
一

方
解
状
は
「
雑
財
物
を
敏
名
に
立
券
」
し
た
こ
と
を
証
す
る
の
で
あ
り
、
売
買
と
は
離
れ
て
、
そ
の
時
点
で
の
治
田
等
の
所
有
者
が
敏
で
あ
る

こ
と
を
証
し
て
い
る
。
新
し
い
所
有
者
の
認
定
は
一
期
の
売
買
立
券
の
蟻
穴
に
も
含
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
右
の
事
例
で
は
立
券
の
完
了
を

報
告
す
る
解
状
と
し
て
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
事
例
2
　
高
橋
経
二
は
大
和
国
添
上
郡
の
家
地
三
百
歩
を
勧
修
寺
別
当
雅
慶
に
売
却
し
た
（
後
掲
蓑
－
翫
4
参
照
）
。
売
券
の
日
付
は
寛
和
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
九
八
七
）
並
月
七
去
で
、
刀
禰
と
郡
司
の
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
同
年
二
月
＝
二
日
添
上
郡
大
岡
中
郷
刀
禰
等
解
が
残
さ

　
　
　
⑦

れ
て
い
る
。
こ
の
解
状
は
立
券
を
命
じ
た
二
月
一
一
日
の
雅
忠
直
帖
を
請
け
て
、
立
券
が
完
了
し
た
こ
と
を
刀
禰
等
が
報
告
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

刀
禰
が
連
署
し
、
奥
上
に
は
愈
愈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
売
券
の
刀
禰
・
郡
司
の
判
は
、
解
状
と
同
じ
で
あ
る
。
売
人
高
橋
経
二
は
刀
禰
・
郡

司
の
料
を
得
て
い
な
い
売
券
を
雅
慶
に
渡
し
、
買
人
心
慶
が
郡
司
・
刀
禰
に
帖
を
送
っ
て
立
券
を
命
じ
、
売
券
に
判
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
得

る
。　

ま
ず
立
券
の
主
体
に
郡
司
と
と
も
に
刀
禰
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
山
琉
が
H
期
の
立
券
で
は
郡
司
が
刀
禰
に
積
極
的
に
依
拠
す
る
よ

う
に
な
る
と
論
じ
た
こ
と
と
通
底
す
る
。

　
ま
た
雅
慶
は
「
公
験
に
任
せ
家
地
を
立
券
」
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
立
券
の
対
象
が
土
地
で
あ
る
こ
と
は
事
例
1
に
共
通
し
て
い
る
。

で
は
立
券
の
根
拠
と
な
っ
た
「
公
験
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
雅
慶
が
買
得
し
た
家
地
は
、
慶
泉
に
宛
行
わ
れ
、
更
に
法
事
に
売
却
さ
れ
た
。
永
延
二
年
（
九
八
八
）
の
慶
泉
家
地
売
券
に
は
刀
禰
・
郡
司
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
に
大
僧
正
寛
朝
野
帖
が
出
さ
れ
て
い
る
（
後
掲
表
－
晦
5
参
照
）
。
こ
の
帖
は
法

　
　
　
　
⑪

春
が
「
買
進
」
し
た
家
地
一
所
を
立
券
言
上
す
る
よ
う
に
、
「
公
験
一
通
を
副
」
え
て
刀
禰
・
郡
司
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
法
春
は
東
大
寺
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五
師
で
あ
り
、
早
朝
は
永
観
二
年
か
ら
永
延
二
年
ま
で
東
大
寺
別
当
を
務
め
て
い
る
。
法
春
は
自
領
を
立
券
す
る
た
め
に
、
有
力
な
僧
の
権
威

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
募
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
高
橋
経
二
売
券
の
事
例
に
照
す
と
、
上
総
家
地
売
券
の
刀
禰
・
郡
司
の
判
は
、
早
朝
叢
叢
の
命
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

寛
朝
房
帖
は
公
験
一
通
を
副
え
、
公
験
に
任
せ
て
立
券
言
上
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
立
券
で
は
郡
司
を
得
る
前
の
壁
泉
売
券
が
郡
に

下
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
帖
に
添
え
ら
れ
た
公
験
一
通
は
郡
判
を
得
て
い
な
い
慶
泉
売
券
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
す
る
と
同
様
に
、
寛
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

三
年
に
雅
慶
が
立
券
を
命
じ
た
際
の
公
験
は
、
郡
司
を
得
る
前
の
高
橋
経
二
売
券
で
あ
っ
た
と
考
え
得
る
。
売
券
は
立
券
の
対
象
で
は
な
く
、

立
券
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
雅
慶
房
領
の
立
券
を
穂
浪
郡
司
解
の
表
現
に
擬
え
て
言
え
ば
、
「
家
地
を
雅
慶
房
名
に
立
券
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
具
体
的
手
続
き
は
、

詩
話
が
売
券
（
公
験
）
を
郡
司
・
刀
禰
の
許
に
送
っ
て
立
券
を
命
じ
、
郡
司
・
刀
禰
が
解
状
に
よ
っ
て
立
券
の
完
了
を
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
立
券
は
、
雅
語
の
送
っ
た
公
験
に
基
づ
い
て
当
該
家
地
が
繋
駕
房
領
で
あ
る
こ
と
を
、
郡
司
・
刀
禰
が
認
定
す
る
こ
と
だ
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
も
売
券
に
郡
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
売
券
を
公
験
と
す
る
判
で
は
な
く
、
解
状
の
夢
判
が
売
券

に
も
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
一
一
世
紀
以
降
に
郡
判
を
加
え
た
売
券
が
消
滅
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
一
〇
世
紀
の
二
つ
の
事
例
は
立
券
の
変
化
の
相
を
慨
し
て
い

　
　
　
　
　
⑭

る
と
考
え
得
る
。
立
券
は
国
司
・
郡
司
が
売
買
の
公
験
を
立
て
る
手
続
き
つ
ま
り
「
券
を
立
て
る
手
続
き
」
か
ら
、
「
所
領
を
立
券
す
る
手
続

き
」
へ
と
変
化
す
る
。
こ
の
場
合
の
立
券
は
も
は
や
「
券
」
に
重
い
意
味
は
な
く
、
「
立
つ
」
こ
と
に
重
点
が
あ
る
。
売
買
す
る
こ
と
で
土
地

の
所
有
権
は
不
安
定
に
な
る
。
「
立
つ
」
こ
と
の
語
義
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
「
立
券
」
と
は
売
買
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
を
定
着
・
安
定
さ

せ
る
た
め
の
手
続
き
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
具
体
的
に
は
、
郡
司
・
刀
禰
が
公
験
に
基
づ
い
て
当
該
地
が
買
入
の
所

有
で
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
手
続
き
と
し
て
執
り
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
赤
松
俊
秀
氏
は
一
〇
世
紀
に
入
る
と
百
姓
治
磁
の
立
券
が
抑
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
論
じ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
売
買
に
お
い
て
従
来
の
よ

10　（642）



う
な
立
券
（
官
司
に
申
請
し
て
売
券
に
判
を
得
る
こ
と
）
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
立
券
の
意
味
が
変
化
し
た
か
ら
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
山
田
渉
氏
は
文
書
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
所
有
権
を
主
張
す
る
根
拠
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
立
券
の
意
味
の
変
化
と
通
底

す
る
。
文
書
に
よ
る
所
有
権
の
証
明
が
社
会
に
浸
透
す
る
一
方
で
、
文
書
に
記
さ
れ
た
所
有
権
を
具
体
的
な
社
会
関
係
の
中
で
実
現
す
る
手
続

き
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
「
立
券
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
文
書
の
所
持
に
よ
り
所
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
売
買
に
限
ら
ず
、
相
続
・
譲
与
・
寄
進
等
、
多
様
な
土
地
所
有
権
の
移
転
に
関
し
て
も
当

て
は
ま
る
。
そ
し
て
、
立
券
が
「
券
を
立
て
る
手
続
き
」
か
ら
「
所
領
を
立
券
す
る
手
続
き
」
へ
と
変
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
立
券
は
売
買

に
限
ら
ず
、
相
続
・
譲
与
・
寄
進
等
の
多
様
な
局
面
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
〇
世
紀
を
通
じ
て
、
立
券
は
領
主
と
郡
司
・
刀
禰
の
間
で

行
わ
れ
る
所
領
認
定
の
手
続
き
と
し
て
一
般
化
す
る
。
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
、
多
様
な
契
機
に
立
券
を
命
令
／
申
請
す
る
文
書

や
立
券
を
報
告
す
る
郡
司
・
刀
禰
の
解
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
節
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

第
二
節
　
郡
司
・
刀
翻
の
立
券
i
一
〇
世
紀
中
期
～
一
一
世
紀
末
期
1

立券荘号の成立（佐藤）

　
郡
司
・
刀
禰
の
立
券
は
、
中
込
律
子
民
が
郡
郷
司
の
立
券
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
中
込
氏
は
「
私
領
の
立
券
は
本
来
的
に
、
収
取
の
側
面
を

支
配
の
基
調
と
す
る
国
衙
の
統
制
下
に
な
さ
れ
る
職
務
で
は
な
く
、
臨
時
雑
役
免
除
な
ど
国
衙
の
賦
課
と
関
わ
る
場
合
に
の
み
、
国
衙
の
命
令

下
に
立
券
が
行
わ
れ
た
」
と
述
べ
、
立
券
は
「
下
郷
司
・
刀
禰
に
よ
る
領
有
関
係
の
確
認
と
地
子
そ
の
他
の
得
分
権
の
保
証
」
で
あ
り
、
「
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

泥
描
は
、
在
地
秩
序
を
背
景
に
も
つ
在
地
の
諸
権
利
の
保
証
着
た
る
性
格
を
有
し
」
て
い
る
と
的
確
に
論
じ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
を
補
足
し

よ
う
。

　
所
領
の
立
券
を
命
令
／
申
請
す
る
文
書
や
立
券
を
報
告
す
る
解
状
（
立
券
琶
上
上
）
が
残
さ
れ
た
事
例
は
、
前
節
で
検
討
し
た
二
例
も
含
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
〇
世
紀
中
期
か
ら
一
一
世
紀
末
期
ま
で
一
九
例
あ
る
（
表
1
）
。
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11

12

13

14

15

覚　　源

藤原僑良

隆　　経

高階業房

伊賀i箭川荘

伊賀

伊賀

大和

　

1矢川・中
村

矢川・中
村

喜殿荘

高階業繋大和慶瀬荘

　　　　　　1

自掴

国自

自｝自

他i郡

晦一

隅続

相続

相続

続
論

相
梱

請α

他i郡iβi立
続
論

相
相

税
役
物

正
雑
官

物
役

官
雑

正税

永承2（1047）10／　5　「担彗林寺座主深観Σ謬牒」

永承3（1048）①ノ3伊賀国符案〈653＞…立券

　　　　　①／3伊賀閣符案く654＞…開発雑

　　　　　　　　　役正税免
　　　　　①／7名張郡司解案〈655＞
　　　　　⑳／17伊賀国符案〈658＞…新開田

　　　　　　　　　宮物免除

永承6（1051）3／8醍醐僧都覚源跨牒案〈689＞

　　　　　　8／22伊賀国符案〈691＞

康平7（1064）．2／16散位藤原信良解案〈991＞

　　　　　　　　　解状に国判，立券は却下

延久6（1074）’7／6当麻三予所領売券〈1098＞

　　　　　　10／20売券に国判

承保2（1075）3／23売券に郡司・刀禰判
　　　　　　　　　（参）　〈1099＞　〈1135＞

　　　　　　　　　〈1198＞　〈1261＞

承保3（1076）9／3「越後権守高階業房解状」

　　　　　　9／3関白左大臣家政所下文案

　　　　　　　　　〈1132＞
　　　　　　9／10高市郡司解案〈1133＞

承保3（1076）9／10高市郡垂井在地刀自等解

　　　　　　　　　案〈1134＞

・61某1某i－1－i－1・H刊一1承暦・（1・79）・／・・胴黙（断簡）＜1・66＞

17 能　　春

181藤原頼方

1g縞　某
　
i

大和
（籏川田畠）

他i郡

　　　安芸K所領畠）．自i国

　　1　　　　　1

ヒ
自

色
翠

霞報

酬相

オ・昌続一

大柞騨…一H一

承暦4（1080）3／10山単動子所領売券〈ホ18＞

　　　　　　8／22興福寺政所下文〈ホ19＞

　　　　　　8／23大中臣時機解〈ホ20＞

　　　　　　8／23簑川村刀禰解くホ21＞

　　　　　　8／26興福寺所司夢野〈ホ22＞

　　　　　⑧／29藤氏長者宜〈ホ23＞
　　　　　　9／24興福春政所下文〈ホ24＞

旧徳2（1085）3／16高田郡司藤原頼方解〈1230＞

応徳2（1085）3／16高田郡司藤原山方解案

　　　　　　　　　〈1231＞　解状に圏判

応徳2（1085）10／9橘茶出案〈1244＞

　　　　　　　　　解状に郡司・刀禰判

形式欄

解状欄

免除欄

典拠欄

自…所有者が立券を指示　　　他…所有者以外が立券を指示，介入しているもの

郡…郡司・刀禰へ直接命令　　国…国を介して命令

α…郡司糊口　　β…郡司井刀禰解状　　γ…刀輔解状井掲額　　略…略式

請…請文型　　　立…立券型

使田…立券と同隙／後に便宜要門田を設定　　雑役…立券と陶時／後に臨特雑役を免除

官物…立券と同量／後に宮物を免除　　　　　正税…立券と同趣／後に正税を免除

○…閏月　　　「」…他の文書に引用されたもの　　　〈〉…『平安遺文』の文書番号

ゴチック…立券言上状
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立券荘号の成立（佐藤）

表1都司・刀禰の立券

晦隙主1繍瀬名1形式鰍麟免除1 典　拠／手　統

1 源　　敏筑前 （治園田）

　藤原朝成伊賀2

　　　　　大和

薦生牧

広瀬牧

自i震区αi立売買一ヲミ慶3（940）3／7笠，9、F日売券案〈246＞

IE
　　　’

3／7「源敏牒」

3／23美作広前男真生売券案
　　　〈247＞

3／23薇浪郡司解案く248＞

3 橘貞子俳賀

41雅　慶沸

5法　　春大和

劇郡αi請譲与雑役応和2（962）8／20転画院牧地去文案〈276＞

iγ；請
li　l　l

：i
［II
ll　1・

i［I
　　　i

　　l
　　ll

康保1（　964）　9／17「藤原章月懸盤曜1占」

　　　　　　9／23俘賀国名張郡司解案〈278＞

　　　　　　1臨鵬翻編鴉解案

　　　　　　　　　　〈279＞

　　　　　　9／25　板二選＄由四盃紙謬言己案〈280＞

　　　　　　1蹄蕪議離8エ＞

　　　　　　11／23　「名弓長郡符」

　　　　　　11／23名張二二身二二生村刀禰

康保・・965）12／1・名?翻案
湯船荘　他i国αi立相続

　　　　　；　i相論
安稲3（970）　　「橘貞子巣状」

　　　　　　3／4「伊賀二二」

　　　　　　　　ド藤原伊罪論告欝」

天禄2（971）5／22阿拝郡司解案＜304＞

（家地）　 自i郡γi請売買｛更Hヨ寛禾03（987）1／7高橋経二二家ま也売券く323＞

1／7高橋二二三家∫也曲言寿文〈324＞

2／11「勧格組…長：官腸難慶房4！占1

2／13添上郡大岡中郷刀禰等解

　　　〈326＞

（家地）他i郡 売買便畷永延2（988）3／10勧修寺男lj当房家地宛文

　　　　　　　　　　　　　　〈329＞
　　　　　　　　　　　4／19　慶泉家主論う笹黒く331＞

　　　　　正暦1（990）11／28慶泉家地直傭文〈344＞

　　　　　正暦5（994）　2／11ブくイ曽正寛朝潮帖〈358＞

6雅　慶大湘今木荘自i郡一一寄進便田寛弘8（1011）12／ 法務火僧正雅慶募帖案
　〈460＞　（参考）〈463～468＞

、7藤原公任播磨有年荘　　自i国 公験雑役長和4（1015）10／15太皇太后宮大夫家牒

焼失　　　　　　　　　　　　（朝野群載巻7，200頁）

8藤原経通伊賀薦生牧
　　　　　大和広瀬牧

印國αi立絹続 万寿2（1025）　　「藤原経通家勢」

　　　　　　10／一「伊賀顛符」

　　　　　　1工／一名張郡司解毒〈504＞

9 権大納言 山城 石原御領 自i郡 αi立

@ぴ

一
便田

G役

長元6（1033）　　「悪事」

@　　　　　3／1G紀俘郡司解く523＞

@　7（1034）8／2紀伊郡司解く525＞

1・｝深蹄賀1（籠川）｝姻・雛買醗1蝕・（…4）・／膿藤踊領売撚く・・4＞
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立
券
言
上
状
の
書
式
は
、
α
郡
司
解
状
型
・
β
郡
司
井
刀
禰
解
状
型
・
γ
刀
禰
解
状
型
の
三
種
類
に
大
別
で
き
る
。
α
・
β
は
勿
論
、
γ
の

場
合
で
も
解
状
の
奥
に
郡
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
立
券
言
異
状
に
は
必
ず
郡
司
が
薫
蒸
し
て
い
る
。
翫
2
は
名
張
郡
の
立
券
言
上
状
が
二
度

作
ら
れ
た
。
一
失
目
は
α
型
、
二
回
目
は
γ
型
で
あ
る
。
二
回
目
は
刀
禰
に
郡
符
が
下
さ
れ
て
お
り
、
郡
司
は
刀
禰
を
指
揮
し
て
い
る
。

　
ま
た
立
券
言
上
状
の
事
書
に
は
請
文
型
と
立
券
型
が
あ
る
。
翫
1
4
・
1
5
は
同
じ
時
の
立
券
で
あ
る
が
、
翫
1
4
が
「
大
和
国
高
市
郡
司
解
　
鄭

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

請
関
白
殿
下
政
所
御
下
文
事
」
と
い
う
請
文
型
、
翫
1
5
が
「
大
和
国
高
市
郡
司
井
在
地
刀
禰
等
解
　
申
立
芝
居
越
後
権
守
高
階
朝
臣
業
房
所
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

田
畠
堰
井
山
野
池
密
事
」
と
い
う
立
券
型
で
あ
る
。
た
だ
し
請
文
型
・
立
券
型
に
実
質
的
な
差
異
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
伊
賀
国
名
張
郡
矢
川
・
中
村
は
藤
原
清
廉
↓
藤
原
実
写
↓
濾
1
2
藤
原
信
良
↓
当
麻
三
子
↓
翫
1
3
隆
経
↓
藤
原
保
房
と
伝
導
さ
れ
た
。
濾
1
3
当

麻
三
子
所
領
売
券
の
奥
に
は
、
三
箇
月
後
に
国
議
が
、
さ
ら
に
そ
の
五
箇
月
後
に
郡
司
・
刀
禰
の
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
九
世
紀
の
売
券
で

は
郡
判
・
国
判
の
順
に
判
が
加
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
売
券
は
夢
判
・
郡
判
の
順
で
あ
る
。
悪
慣
は
国
に
立
券
を
申
請
し
て
国
貨
を
得
た
後
、
郡

司
・
刀
禰
の
判
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
藤
原
保
房
は
こ
の
売
券
に
つ
い
て
陽
明
門
院
庁
へ
の
解
状
で
「
国
司
親
房
朝
臣
立
券
与
田
富

　
　
　
　
　
　
⑳

了
」
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
臨
1
9
は
立
券
を
申
請
し
た
解
状
の
奥
に
刀
禰
・
郡
司
が
判
を
加
え
て
い
る
。
晦
1
3
・
1
9
は
立
券
言
上
状
を
作
ら
な

い
略
式
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
略
式
の
場
合
は
公
験
と
は
見
敬
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
（
後
述
）
。

　
立
券
の
手
続
き
は
、
新
し
く
所
領
を
得
た
領
主
が
自
署
の
立
券
を
申
請
／
命
令
す
る
場
合
と
、
領
主
以
外
の
者
が
介
在
し
て
命
令
す
る
揚
合

と
が
あ
る
。
中
込
氏
は
主
に
前
者
を
扱
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
後
者
を
検
討
す
る
（
表
－
形
式
欄
参
照
）
。

　
翫
3
橘
貞
子
は
橘
文
懐
か
ら
伊
賀
国
阿
拝
郡
の
湯
船
荘
を
相
続
し
た
。
し
か
し
橘
輔
弼
が
暗
に
妨
げ
た
の
で
、
貞
子
は
　
「
被
レ
下
ゴ
符
在
地

郡
一
任
二
公
験
一
撃
二
立
券
融
将
レ
絶
二
上
論
こ
と
国
に
愁
え
た
。
国
儀
が
右
大
臣
藤
原
伊
罪
家
告
書
と
共
に
郡
に
下
さ
れ
、
文
書
の
審
理
を
行
っ
て

理
が
あ
れ
ば
、
貞
子
名
に
立
券
せ
よ
と
命
じ
た
。
郡
司
は
輔
弼
を
尋
問
し
て
、
彼
が
公
験
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
貞
子
に
理
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
と
決
し
て
立
養
し
た
。
菊
池
武
雄
氏
は
「
貞
子
と
右
大
臣
家
と
の
間
に
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
特
殊
関
係
が
介
在
し
た
」
と
考
え
て
い
る
。
右

大
臣
伊
豆
は
貞
子
の
庇
護
者
と
し
て
介
入
し
、
立
券
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
圧
力
を
か
け
た
も
の
と
思
う
。
告
書
と
と
も
に
右
大
臣
家
使
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立券四号の成立（佐藤）

が
派
遣
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

　
晦
5
は
前
節
で
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
法
春
は
五
泉
か
ら
買
得
し
た
家
地
を
立
復
す
る
た
め
に
上
面
の
権
威
を
募
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
さ
ら
に
、
表
に
は
採
用
し
て
い
な
い
が
、
角
好
子
が
延
暦
寺
法
華
堂
に
施
恵
し
た
締
結
荘
は
、
藤
原
師
荘
家
牒
に
よ
っ
て
立
券
さ
れ
た
。
師

輔
は
良
習
と
関
係
の
深
い
檀
越
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
息
尋
禅
は
良
心
の
弟
子
で
あ
る
。
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
に
師
輔
は
法
華
堂
を
草
創
し
て

　
⑳

お
り
、
鞘
結
荘
の
立
券
も
そ
の
頃
と
思
わ
れ
る
。
有
力
な
外
護
者
が
寺
領
の
立
券
を
遂
行
し
て
い
る
。

　
以
上
の
三
例
に
お
い
て
、
庇
護
関
係
が
立
券
の
実
現
を
助
け
て
い
る
。

　
酪
1
4
・
1
5
高
階
業
房
は
源
頼
房
か
ら
喜
殿
荘
・
豊
瀬
荘
を
譲
り
受
け
た
が
、
女
子
小
野
と
相
論
に
な
り
、
関
白
左
大
臣
藤
原
師
実
家
に
訴
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

た
。
師
実
家
は
郡
司
・
刀
禰
に
、
相
論
を
弁
決
し
て
立
券
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
丸
葉
は
走
査
息
師
通
の
朝
駈
を
務
め
て
お
り
、
関
白
家
家
司

高
階
為
家
の
係
累
で
あ
ろ
う
か
。

　
翫
1
7
山
奉
燈
子
が
父
兼
道
か
ら
相
続
し
た
所
領
を
、
弟
高
歯
が
押
領
し
て
澄
当
院
に
売
却
し
た
。
そ
こ
で
砂
子
は
所
領
を
興
福
寺
知
事
能
春

に
売
っ
た
。
姉
子
・
高
末
の
相
論
は
能
春
・
澄
周
院
の
争
い
と
な
り
、
能
春
は
興
福
寺
に
訴
え
た
。
刀
禰
等
に
よ
っ
て
理
非
が
審
理
さ
れ
た
後
、

興
福
寺
政
所
は
藤
属
長
者
の
裁
許
を
仰
ぎ
、
郷
司
・
刀
禰
に
「
知
事
能
春
の
名
に
立
券
」
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　
一
〇
世
紀
後
半
の
翫
3
で
は
右
大
臣
家
が
国
郡
の
相
論
裁
許
に
圧
力
を
か
け
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
一
一
世
紀
後
半
の
酷
1
4
・
1
5
・
1
7

で
は
相
論
の
裁
許
者
が
立
券
の
命
令
者
に
な
っ
て
い
る
。
有
力
な
貴
族
が
国
郡
の
裁
判
機
構
に
圧
力
を
か
け
る
段
階
か
ら
、
貴
族
の
政
所
が
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

許
を
下
す
段
階
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
一
般
化
で
き
る
の
か
は
更
に
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
相
論
裁
許
を
伴
う

立
券
も
庇
護
関
係
の
展
開
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
立
券
の
手
続
き
は
、
郡
司
・
基
質
に
直
接
立
券
を
命
じ
る
場
合
と
、
国
に
立
券
を
求
め
て
国
か
ら
郡
司
に
立
券
が
命
じ
ら
れ
る
場
合
と
が
あ

る
。
後
者
に
つ
い
て
中
込
氏
は
免
除
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
。

　
晦
1
0
深
観
は
藤
原
実
遠
よ
り
伊
賀
国
名
張
郡
の
箭
川
を
買
得
し
、
立
券
の
申
請
と
同
時
に
、
荒
野
の
開
発
と
新
開
畷
の
地
子
・
臨
時
雑
役
の
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⑳

免
除
を
国
に
申
請
し
た
。
伊
賀
国
司
は
立
券
を
命
じ
る
国
司
庁
宣
と
、
開
発
と
免
除
（
薪
開
田
の
正
税
・
雑
役
）
を
許
可
す
る
国
司
庁
宣
と
を
別
個

に
発
給
し
た
。
二
通
の
庁
宣
は
同
日
付
け
で
あ
る
が
、
開
発
・
免
除
の
庁
宣
は
立
券
が
終
了
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
立
券
は
開
発
と

免
除
を
許
可
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
新
開
田
の
官
物
も
免
除
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
所
領
は
、
後
に
箭
川
荘
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
翫
1
1
覚
源
は
深
観
か
ら
箭
川
荘
を
伝
領
し
、
立
券
と
官
物
・
臨
時
雑
役
の
免
除
と
を
求
め
て
い
る
。

　
確
か
に
、
国
衙
を
介
し
た
立
券
は
免
除
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
酷
2
藤
原
朝
倉
は
＝
月
一
七
日
帖
で
、
国
衙
を
介
さ
ず
、
郡
司
に
臨

時
雑
役
の
免
除
を
命
じ
て
い
る
。
晦
9
で
は
立
券
の
翌
年
に
権
大
納
言
家
告
書
が
直
接
郡
司
に
下
さ
れ
、
臨
時
雑
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
雑

役
免
除
は
必
ず
し
も
国
衙
を
経
由
し
て
お
ら
ず
、
官
物
と
の
性
格
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。

　
免
除
の
場
合
に
必
ず
国
衙
を
経
由
し
て
立
券
が
行
わ
れ
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
立
券
は
種
々
の
特
権
を
得
る
た
め
の
前
提
と
な
っ
て
い

る
。
晦
4
・
5
の
家
地
立
券
は
、
家
地
に
付
属
し
て
領
有
を
認
め
ら
れ
る
便
宜
要
門
田
の
設
定
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
、
法
認

が
立
券
に
際
し
て
寛
朝
の
口
入
を
求
め
た
理
由
は
、
便
宜
要
門
田
を
設
け
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

e
永
保
三
年
か
ら
応
徳
元
年
に
か
け
て
藤
原
保
房
は
、
矢
川
・
中
村
を
め
ぐ
っ
て
伊
賀
国
司
藤
原
清
家
と
相
論
す
る
。
保
房
は
相
論
の
申
で
、

矢
川
・
中
村
が
荘
で
あ
る
と
述
べ
、
国
郡
の
判
が
加
え
ら
れ
た
当
麻
三
子
売
券
（
前
述
の
略
式
立
券
）
を
証
文
と
し
て
持
ち
出
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
国
司
は
「
称
二
庄
園
一
介
依
二
公
験
相
伝
・
藍
碧
免
判
・
証
拠
分
明
ハ
所
レ
得
之
号
也
」
と
論
じ
て
荘
号
を
否
定
し
、
「
生
所
前
司
藤
原
親
房

任
終
得
替
事
訳
所
ご
与
判
…
鰍
。
尋
二
立
券
一
者
親
房
一
人
也
」
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
こ
の
売
券
を
含
め
て
保
房
が
提
出
し
た
三
通
の
文
霧
に
つ
い

て
、
「
心
耳
二
件
文
書
等
雨
冠
ハ
全
非
二
国
郡
之
立
券
こ
と
反
駁
し
た
。
官
の
裁
許
は
所
領
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
五
号
を
退
け
た
。

　
こ
こ
に
見
え
る
「
国
郡
之
立
券
」
は
国
司
を
経
由
し
た
郡
司
の
立
券
言
上
状
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
公
験
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
や
代
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
国
司
免
判
を
得
て
い
る
こ
と
が
、
荘
号
を
名
乗
る
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
麻
田
を
行
っ
て
免
除
を
認
め
る
と
い
う
一
一
世
紀
の
収
取
制
度
を

想
起
す
る
な
ら
ば
、
伊
賀
国
司
が
定
式
化
し
た
荘
園
の
条
件
は
、
一
一
世
紀
に
お
け
る
荘
園
の
定
義
で
あ
ρ
た
と
思
わ
れ
る
。

一，

S
司
・
刀
禰
の
立
券
は
荘
園
に
限
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
中
で
国
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
立
券
は
、
荘
園
の
正
統
性
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
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立券荘号の成立（佐藤）

て
い
た
。
晦
1
2
康
平
七
年
、
矢
川
・
中
村
を
実
遠
か
ら
伝
領
し
た
信
良
は
国
使
を
下
し
て
立
券
す
る
こ
と
を
国
司
に
求
め
て
い
る
。
信
良
の
企

て
は
失
敗
し
た
が
、
矢
川
・
中
村
を
荘
と
し
て
立
匂
す
る
試
み
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
立
券
の
手
続
き
は
荘
号
を
得
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
新
任
国
司
は
前
任
者
の
認
め
た
荘
園
を
し
ば
し
ば
停
廃
す
る
。
荘
園
が

確
立
す
る
た
め
に
は
国
司
交
替
の
際
の
荘
園
整
理
を
生
き
延
び
る
必
要
が
あ
っ
た
。
伊
賀
国
司
が
述
べ
た
「
普
代
免
判
」
と
は
、
年
数
を
経
た

荘
園
の
由
緒
を
表
し
て
い
る
。

　
領
主
は
所
領
を
立
駕
す
る
た
め
に
使
者
歩
立
券
使
を
遺
わ
し
た
。
翫
2
藤
原
羽
成
の
立
券
使
清
忠
王
は
東
大
寺
と
の
相
論
を
解
決
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
積
極
的
に
活
動
し
て
い
る
。
翫
6
雅
慶
の
使
者
が
郡
司
の
署
判
を
押
し
取
っ
た
こ
と
は
極
端
な
事
例
で
あ
る
と
し
て
も
、
立
券
使
が
立
券
の

場
に
立
ち
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
郡
司
・
刀
禰
に
圧
力
を
加
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
立
券
使
が
立
券
言
上
状
に
連
署
す
る
こ

と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
立
券
が
郡
司
・
刀
禰
の
担
う
行
為
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
先
に
立
券
言
上
状
に
請
文
型
と
立
券
型
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
た
。
立
券
言
上
状
の
本
質
億
請
文
で
あ
り
、
そ
れ
が
立
券
使
の
署
判
に
加
わ
ら
な
い
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
立
券
に
際
し
て
相
論
が
発
生
し
た
場
合
、
郡
司
・
刀
禰
は
立
券
を
中
断
し
て
相
論
が
決
着
す
る
の
を
待
ち
、
自
発
的
・
職
権
的
に
は
相
論
を

裁
定
し
な
い
。
ま
た
相
論
を
伴
う
場
合
に
は
裁
定
が
決
っ
て
か
ら
立
註
す
る
。
命
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
積
極
的
に
文
書
を
審
理
し
な
い
。
郡
司
・

刀
禰
は
晦
2
「
（
本
）
公
験
」
や
酪
1
1
「
相
伝
文
書
受
理
」
を
根
拠
に
立
供
す
る
。
領
主
の
交
替
や
そ
の
正
当
性
は
立
券
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

郡
司
・
刀
禰
は
「
在
地
秩
序
を
背
景
に
持
つ
在
地
の
諸
権
利
の
保
証
者
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
た
だ
し
そ
れ
は
職
権
的
・
積
極
的
で
な
く
受

動
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
郡
司
・
刀
禰
が
地
域
の
秩
序
の
要
で
あ
っ
た
。

　
立
券
は
領
主
の
交
替
に
際
し
、
そ
の
正
当
性
を
前
提
と
し
て
、
新
領
主
を
郡
司
・
刀
禰
が
認
定
す
る
行
為
で
あ
る
。
一
方
、
領
主
に
と
っ
て

は
郡
司
・
刀
禰
に
領
主
の
交
替
を
披
露
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
立
券
と
は
、
領
主
と
郡
司
・
刀
禰
の
間
で
行
わ
れ
る
、
披
露
と
認
定
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

続
き
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
所
領
は
領
主
の
も
の
と
し
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
。

E
翫
7
藤
原
公
任
家
は
公
験
が
焼
失
し
た
時
、
播
磨
国
に
「
如
レ
旧
事
争
議
所
領
字
有
年
庄
こ
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
立
券
憾
所
領
の
領
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有
を
定
着
さ
せ
安
定
化
す
る
た
め
の
手
続
ぎ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
験
の
紛
失
が
所
有
権
を
不
安
定
化
し
、
改
め
て
所
有
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

確
認
す
る
た
め
に
立
券
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
「
凡
田
地
領
掌
之
道
、
各
任
槻
一
相
伝
公
験
難
問
開
立
券
領
掌
者
也
。
」
こ
れ
は
所
領
領
有
の
一
般
的
法
理
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
立
券

を
命
じ
る
領
主
は
在
京
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
他
の
権
威
の
介
入
を
求
め
た
領
主
も
多
く
は
在
地
性
が
薄
い
。
在
地
性
の
強
固
な
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

や
一
か
年
住
人
は
巽
南
生
活
の
中
で
所
有
権
の
移
転
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
領
主
権
が
脅
か
さ
れ
た
場
合
や
便
宜
要
門
田
を
設
け
る
よ
う
な
特

別
な
場
合
を
除
き
、
立
券
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
立
券
は
都
市
領
主
・
貴
族
の
た
め
の
手
続
き
で
あ
り
、

そ
の
行
為
自
体
が
身
分
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
延
久
六
年
（
一
〇
七
四
）
、
隆
経
が
使
を
遣
わ
し
て
矢
川
・
中
村
の
四
聖
を
輸
し
、
四
至
の
内
を
立
饗
し
よ
う
と
し
た
時
、
大
中
臣
助
信
が
現

わ
れ
て
夏
帯
郷
字
倉
迫
上
に
立
ち
、
「
こ
こ
を
以
て
中
村
と
二
身
と
の
堺
と
す
る
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
寺
使
（
立
膝
下
と
考
え
ら
れ
る
）
は
清
友

の
北
の
大
木
を
堺
と
し
た
。
晦
2
童
生
牧
も
立
券
の
際
に
東
大
寺
領
板
蝿
杣
と
堺
相
論
が
起
こ
っ
た
。
立
券
す
る
た
め
に
は
所
領
の
四
至
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
過
程
で
隣
接
す
る
他
領
と
の
関
係
が
調
整
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
、
保
房
が
矢
川
・
中
村
に
定
使
を
派
遣
し
た
際
、
実
遠
は
加
地
子
を
取
ら
な
か
っ
た
が
、
隆
経
は
他
の
在
京
領
主
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

同
じ
く
立
券
の
時
以
来
加
地
子
を
取
っ
た
と
、
在
地
古
老
が
述
べ
た
。
古
老
は
立
券
の
時
を
加
地
子
徴
収
の
起
点
と
記
憶
し
て
い
る
。
立
券
の

時
に
住
人
が
領
主
に
納
め
る
地
子
・
加
地
子
等
が
定
め
ら
れ
、
住
人
と
領
主
と
の
関
係
が
更
新
さ
れ
る
の
だ
。

　
在
京
領
主
が
心
遣
の
所
領
を
経
営
す
る
た
め
に
は
、
郡
司
・
刀
禰
の
認
定
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は

経
営
機
構
め
未
熟
さ
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
一
〇
・
一
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
郡
司
・
刀
禰
が
経
営
を
支
え
た
部
分
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
在
京
領
主
は
所
領
を
経
営
す
る
環
境
を
整
え
る
一
環
と
し
て
、
郡
司
・
刀
禰
の
認
定
を
取
り
付
け
る
と
共
に
、
国
衙
や
住
人
・

他
領
主
と
の
関
係
を
調
整
す
る
た
め
に
、
所
領
の
立
券
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
は
主
に
、
様
々
な
経
路
を
経
て
荘
園
領
主
の
許
に
伝
来
し
残
さ
れ
た
文
書
に
よ
る
事
例
分
析
で
あ
る
。
治
安
四
年
（
一
〇
二
四
）
、
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大
和
国
司
源
政
職
は
賀
茂
道
守
を
追
捕
し
て
所
領
等
を
没
官
し
た
。
こ
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
維
全
会
菓
子
御
園
司
等
は
所
領
が
国
領
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

券
さ
れ
た
と
訴
え
た
（
九
条
家
本
『
延
喜
式
』
紙
背
文
書
）
。
立
券
が
所
有
権
の
変
動
を
定
着
さ
せ
る
手
続
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
　
一
般
に
没
官
の
場

合
も
立
券
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

立券荘号の成立（佐藤）

①
　
天
暦
三
年
四
月
九
日
七
条
令
解
（
『
平
』
二
五
六
）
。

②
延
喜
九
年
七
月
一
七
日
秦
鰺
密
解
（
『
平
』
二
〇
〇
）
。

③
　
売
券
の
変
遷
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
て
み
た
い
。
な
お
中
国
「
売
買
雑
考
」
参

　
照
。

④
　
天
慶
三
年
一
二
月
七
日
越
小
門
治
田
等
売
券
案
（
『
平
』
一
一
四
六
）
、
天
慶
三
年
三

　
月
二
三
日
故
追
繍
長
美
作
広
並
男
真
生
等
治
田
売
券
案
（
『
平
』
二
四
七
）
、
天
慶

　
三
年
三
月
二
三
日
筑
前
国
穂
懸
郡
司
解
案
（
『
平
』
二
軍
入
）
、
天
慶
三
年
四
月
五

　
臼
源
敏
雑
財
物
施
入
状
案
（
『
平
』
二
四
九
）
．

⑤
美
作
雪
餅
か
ら
の
買
得
地
は
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
立
券
の
基
本
的
手
続
き
は

　
同
様
で
あ
る
。

⑥
寛
和
三
年
正
月
七
日
高
橋
経
二
家
地
売
券
（
『
平
』
三
二
三
）
。

⑦
寛
和
三
年
二
月
＝
二
日
大
和
国
添
上
郡
大
岡
中
郷
刀
禰
等
解
（
『
平
』
三
二
六
）
。

⑧
菅
野
文
失
「
手
継
証
文
の
成
立
」
（
『
歴
史
』
七
｝
、
一
九
入
八
年
）
｝
五
頁
註

　
1
4
も
指
摘
し
て
い
る
。

⑨
永
延
二
年
三
月
一
〇
β
雅
慶
家
地
宛
文
（
『
平
』
三
二
九
）
、
永
延
二
年
四
月
一

　
九
臼
慶
泉
家
地
売
券
（
『
平
』
三
三
一
）
。

⑩
正
暦
五
年
二
月
＝
霞
大
僧
正
寛
朝
房
帖
（
『
平
目
三
五
八
）
。

⑭
　
こ
の
家
地
は
法
春
か
ら
賢
信
へ
と
伝
領
さ
れ
て
い
る
（
長
徳
元
年
一
〇
月
五
日

　
賢
信
家
地
売
券
『
平
』
三
六
一
）
。
青
春
が
寛
朝
に
「
買
進
」
し
た
の
は
寄
進
と

　
読
め
る
が
、
立
券
の
た
め
に
寛
朝
の
権
威
を
募
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑫
堀
池
春
峰
「
東
大
寺
撰
当
次
第
」
（
角
田
文
衛
編
『
新
修
中
分
寺
の
研
究
艶
第

　
一
巻
、
　
一
九
入
諏
ハ
年
、
出
口
川
引
弘
文
舶
岬
）
。

⑬
菅
野
前
掲
論
文
は
雅
慶
房
帖
の
「
任
二
公
験
一
瓢
券
」
の
「
公
験
」
を
、
高
橋
経

　
二
売
券
で
は
な
く
、
一
つ
前
の
売
券
と
考
え
て
い
る
（
一
三
頁
）
。

⑭
　
検
討
し
た
立
券
の
事
例
は
筑
前
・
大
和
と
隔
た
っ
て
お
り
、
京
職
と
と
も
に
地

　
域
的
偏
差
を
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
更
に
考
え
た
い
。

⑮
赤
松
「
領
主
と
作
人
」
（
『
古
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
』
、
平
楽
寺
書
店
、
一

　
九
七
二
年
。
発
表
一
九
六
六
年
）
。

⑯
山
田
「
中
世
的
土
地
所
有
と
中
世
的
所
有
権
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
別
柵
特
集
束

　
ア
ジ
ア
世
界
の
再
編
と
罠
衆
意
識
、
一
九
八
三
年
）
。

⑰
中
込
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
園
衙
早
起
支
配
の
構
造
と
特
質
」
五
五
頁
。

⑯
　
以
下
で
表
1
の
箏
例
に
雷
及
す
る
場
合
は
、
恥
を
示
し
て
出
典
に
か
え
る
。

⑲
　
翫
1
4
喜
殿
荘
は
高
市
郡
な
の
で
書
出
し
が
「
大
和
國
高
市
郡
司
」
で
あ
り
、
翫
1
5

　
二
瀬
荘
は
高
市
郡
・
十
市
東
郷
に
ま
た
が
っ
て
い
る
た
め
「
大
当
国
高
市
郡
司
井

　
在
地
刀
禰
等
」
で
あ
る
。
高
市
郡
司
が
十
市
東
郷
の
刀
禰
も
指
揮
し
て
い
る
こ
と

　
は
興
味
深
い
。
な
お
立
券
は
基
本
的
に
は
所
領
所
在
地
の
郡
司
・
刀
翻
が
行
う
。

　
晦
2
で
は
「
他
事
刀
禰
等
急
難
レ
立
コ
券
件
薦
生
御
牧
こ
と
あ
る
。

⑳
永
保
二
年
ご
一
月
繍
陽
明
門
院
庁
下
文
案
（
『
平
』
二
九
八
）
。

⑳
　
菊
地
「
臼
本
の
「
告
書
」
に
就
い
て
」
（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
＝
二
、

　
一
九
七
八
年
）
一
ご
一
頁
。

⑫
　
天
禄
三
年
（
九
七
一
）
五
月
三
日
天
台
座
主
重
三
遺
言
（
『
平
』
三
〇
五
）
。

㊧
　
平
林
盛
得
『
良
源
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
。

⑳
　
　
『
大
日
本
史
料
拙
第
一
理
念
　
○
、
一
二
三
頁
。

⑯
　
糊
水
左
記
』
承
暦
元
年
一
二
月
一
四
日
条
。
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A
⑳
　
晶
朋
者
は
『
類
聚
三
代
絡
』
巻
一
九
、
延
蹴
出
五
年
一
一
日
刀
一
二
日
太
政
宮
符
（
山
脚
一

　
八
頁
）
に
見
え
る
王
臣
家
の
在
地
に
お
け
る
裁
判
権
行
使
に
関
連
す
る
。
後
二
者

　
は
大
和
圏
に
お
け
る
摂
関
家
の
特
殊
な
権
能
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

⑳
　
黒
田
臼
出
男
「
私
営
田
領
主
藤
原
実
遠
と
「
猪
鹿
の
立
傘
」
扁
（
『
日
本
中
世
開

　
全
史
の
研
究
』
、
校
倉
書
房
、
一
九
八
四
年
。
発
表
一
九
七
八
年
）
。

⑳
　
泉
谷
康
夫
「
公
田
変
質
の
一
考
察
」
（
『
律
令
照
度
崩
壊
過
程
の
研
究
』
、
鳴
鳳

　
社
、
一
九
七
一
一
年
。
発
表
一
九
五
九
年
）
。

＠
　
応
徳
元
年
三
月
ニ
ニ
臼
官
宣
旨
案
（
『
平
戸
一
二
～
○
）
、
『
平
』
＝
～
〇
五
。

⑳
　
佐
藤
泰
弘
「
平
安
時
代
．
の
国
の
検
田
」
（
『
史
林
』
七
五
－
五
、
一
九
九
二
年
）
。

⑳
曾
我
良
成
「
国
司
申
請
荘
園
整
理
令
の
存
在
」
（
『
史
学
研
究
』
一
四
六
、
　
九

　
七
九
年
）
。

⑳
　
黒
田
日
出
男
「
板
蝿
杣
∵
薦
生
壁
と
四
至
」
（
『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』
、

　
鋸
盤
一
九
七
八
年
）
。

⑱
　
酉
山
良
平
「
「
刀
禰
護
署
」
私
考
L
（
奈
良
古
代
史
談
話
会
編
『
奈
良
古
代
史
論

　
集
』
第
｝
集
、
奈
良
古
代
史
談
話
会
、
一
九
八
五
年
）
＝
二
三
頁
。

⑭
　
立
券
は
郡
司
・
判
断
に
よ
る
所
領
安
堵
と
讐
う
こ
と
も
で
き
る
。

⑯
　
　
「
焼
亡
紛
失
公
験
」
を
「
立
券
」
す
る
と
い
う
事
例
も
理
解
し
や
す
い
（
寛
弘

　
二
年
七
月
二
九
B
藤
原
為
賢
牒
、
『
平
』
四
四
〇
）
。
た
だ
し
こ
の
場
合
も
在
地
郡

　
司
に
立
券
を
命
じ
て
い
る
。
実
情
は
晦
7
と
岡
じ
だ
ろ
う
。

⑳
　
治
安
閥
年
三
月
九
型
興
福
寺
維
摩
会
菓
子
御
園
司
等
解
（
『
平
』
四
九
七
）
。
ま

　
た
、
万
寿
一
二
年
一
〇
月
八
日
僧
｛
具
範
讐
状
案
　
（
『
平
』
五
〇
六
）
に
も
　
「
立
ψ
券
領
…

　
掌
」
と
見
え
る
。

⑳
所
有
権
の
社
会
的
保
証
に
つ
い
て
は
西
谷
地
「
中
世
的
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
文

轡
主
義
と
法
慣
習
」
参
照
。

⑱
　
承
保
三
年
一
〇
月
＝
二
日
伊
賀
園
名
張
郡
司
井
刀
禰
等
解
案
（
『
平
』
　
一
一
三

　
五
）
。

⑳
寛
治
二
年
六
月
一
九
日
定
使
県
光
国
解
案
（
『
平
』
一
二
六
一
）
。

⑩
　
西
谷
地
「
中
世
成
立
期
に
お
け
る
「
加
地
子
」
の
性
絡
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二

　
七
五
、
｝
九
八
五
年
）
一
二
頁
註
1
0
参
照
。

⑳
治
安
四
年
三
月
九
臼
興
福
寺
維
摩
会
菓
子
御
園
司
見
解
（
『
平
隔
四
九
七
）
。
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第
蕊
章
　
立
　
券
　
荘
　
号

第
一
節
　
官
使
・
院
使
の
立
券
一
一
一
世
紀
末
期
～
＝
二
世
紀
申
三
一

　
郡
司
・
刀
禰
の
立
券
は
一
一
世
紀
末
期
以
降
に
二
つ
の
方
向
（
A
型
・
B
型
）
に
変
化
す
る
。
そ
れ
は
立
券
言
上
状
に
明
ら
か
で
あ
る
。
A
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
立
券
言
上
状
は
郡
司
に
替
っ
て
荘
官
が
刀
禰
の
上
位
に
書
判
し
（
表
H
）
、
B
型
は
刀
禰
が
署
判
せ
ず
在
庁
官
人
が
加
わ
っ
て
い
る
（
表
皿
）
。

　
ま
た
A
・
B
型
に
共
通
し
て
立
券
言
上
状
の
書
出
し
に
差
出
所
が
記
さ
れ
な
く
な
る
（
表
H
・
皿
書
出
し
欄
参
照
）
。
B
型
晦
1
は
「
〕
郡
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

解
」
と
書
出
す
阿
波
国
三
好
郡
溶
解
で
あ
り
、
翫
5
は
「
在
庁
官
人
〔
」
と
書
出
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
例
以
外
は
差
出
所
を
欠
い
て

い
る
。
例
え
ば
晦
3
8
は
「
立
券
」
と
書
出
し
、
直
ち
に
改
行
し
て
「
言
上
　
春
日
社
御
領
富
田
庄
四
至
膀
示
田
畠
在
家
等
事
」
と
続
け
、
「
立



立券荘号の成立（佐藤）

表H　A型の立券言上状

年（西暦）月　理 乱半副 書　　出
1呼・

嘉保2（1095）年3月15鷺賀茂荘別符立券状案

嘉承1（1106）年11月27日黒由荘刀禰等請文

長承2（1133）年7月　日矢川等国針立券状

刀翻（蓑司）

専制・刀禰

下司・刀禰

謹辞立券進別符御庄田畠坪付菓

雛諮御下文一一紙事

注進伊賀国名張郡田畠立券注文事

1342

1667

2282

表皿　B型の立券言上状（立券文）

1
2
5
6
6
7
8
9

年（西暦）月／日

1長承1（1132）11／16

10i長Pt　1（1132）11／16

11　i長承1（1132）12／一

　　12　i保延1（1135）12／29

2G　康治2（1143）7／16

24　仁∫TL　3（1153）1／28

251仁平4（1154）エ0／11

27i永万2（1166）2／＿

；：臣黙黙駕

1藩翻ll仁
32　1文治・（・・88）1・／一

331建久6（1195）3／－

35 煙嚥v6（1195）9／｝

38i允久1（1204）9／一
4G　1貞応・（1224）・G／1

領主名

寛治4（109G）10／　9　　賀　茂　餐ヒ

康和4（1102）7／15東　　寺

大治2（1127）8／17　臼前国懸

大治4（1129）3／28円勝…寺

大治4（1129）〔〕円勝寺
大治4（1129）11／21大伝法院

長承工（1132）11／王3大伝法院

　　　　　　　　　大伝法院

　　　　　　　　　大伝法院

　　　　　　　　　大伝法院

　　　　　　　　　鳥羽院

　　　　　　　　　醍醐寺

　　　　　　　　．稲荷社

　　　　　　　　　厳島社

　　　　　　　　　後白河院

　　　　　　　　　厳島社

　　　　　　　　　厳島社

　　　　　　　　．厳島社

　　　　　　　　　松尾社

　　　　　　　　　近衛家

　　　　　　　　　甲佐社

　　　　　　　　　東大寺

　　　　　　　　　春日社
　　　　　　　　　　1

41｝文暦1（1234）12／21九条家

国 荘名
記載内容

四1膀圓坪

署判者
官1螂i荘1そ・他

　
十
　
　
十
・
十
　
　
　
　
　
　
　
十
　
　
　
師
凹
十
　
　
　
十
十
十
　
　
十
十
十
十

十
十
十
　
　
　
十
十
十
十
…
ヤ
、
、
…
：
、
ゼ
，
，
嗣
，
，
図
，
，
…
．
．
刑
十
　
　
　
　
十

十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
⊥
T
十
千
十
十

官

女
女
院
院
院
院
院
院
　
～
隠
隠

院
官
立
官
官
官
官
官

十
十
　
　

十
十
p
，
・
－
ヤ
↓
－
十
十
十
　
　

十
十
十
十
十
十
，
・
　
　
十
十
十
十

十
　
　
十
十
十
十
十
十
十
十
・
十
～
　
　

十
十
十
十
十
十
p
・
十
十
十
十
↓
－

～
十

十
十
p
　
　
・
ヤ
十
p
～

十
十
十

十
十
－
†
・
十
・
十
，
・
，
・
十
♪
・
十

・
十
十
一
↑
十
↓
－
十
）
・
p

黙
購
鰍
襲
職
叢
灘
魏
灘
畿
劇
職
欝
灘

波
波
俳
蟹
江
伊
並
立
伊
伊
里
張
飯
氏
後
馬
芸
芸
江
摩
後
防
波
登
泉

阿
丹
紀
遠
遠
紀
紀
紀
紀
紀
紀
隠
構
安
備
安
安
安
遠
薩
肥
周
阿
能
和

百　姓

書・釧i典拠

　　　　li

謹酬
在庁官人（1

　　　検注／

　　　検注／

　　　検注……

　　　立券／

　　　．立券……

　　　立券／

　　　立券……

　　　（前欠）

寺家使（前欠）

　　　立券／

　　　（前欠）

　　　立券／

　　　立券／

　　　立券／

　　　立券／

社家使立券／

　　　立券／

府使立券／
　　　立券／

　　　立券／
　　　（前欠）

　　　（前欠）

8
9
2
9
1
6
8
0
9
7
6
7
7
2
6
4
5
9
9
8
7
5
1
2
2

8
8
0
2
8
4
4
5
4
5
3
1
7
0
0
0
0
5
6
4
7
1
8
9
1

2
4
3
1
9
1
2
2
2
2
3
5
7
8
1
4
4
3
5
3
7
8
4
2
7

1
1
　
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
　
3
3
　
3
　
　
　
1
3
4

　
　
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
　
　
ホ
　
K
K
K
K
K
K

M欄　表罫の番号は後掲の袈Wに対応しているので，この表では連番ではない。
記載内容欄　四…四盃　　膀…膀示位置　　目…田畠等目録　坪…田畠坪付・在家書上
　？…前後欠・抄iHのため不明であるが，本来は記載があったと思われるもの。
　翫1…別に田畠目録あり。N5…村毎の田草を記す。　N6は別に四至膀示目録あり。
　＜4981＞は在家注文。晦7～11は『根来要護』に採録されたもので，坪付を記していない。し
　かし，晦9・10に「図里略之」，Mllに「在図里坪々」とあり，　N　7・8も本来は坪付があった
　と思う。泌11・32は極端な抄出。
署判者欄　　官…官使・院使・摂関家使・女院使　在…在庁官人　郡”・9t司・郷司　荘…荘官
　海2で在庁官人の他に見える「使平調依」は在京国守の使者平季題とff一．人物であろう〈1479＞。

　晦24…紙背文書で後欠であるが，宮使の署判があったと思われる。

書出欄　／…改行　　〕…前欠　　〔…後欠
典拠出　　『平安遺文』（ホは補遺），Kはr鎌倉遣文』の文書番号。　M25は『広島県史』史料編
　　　　による。

21　（653）



券
言
上
如
レ
件
」
と
書
止
め
て
い
る
。
差
出
所
を
略
し
た
B
型
の
立
券
言
上
状
は
一
般
に
荘
園
の
立
路
盤
（
立
券
状
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
祖
型
は
翫
－
三
好
郡
司
解
、
さ
ら
に
一
一
世
紀
の
郡
司
解
状
型
の
立
券
言
上
状
（
立
券
型
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
A
型
の
立
券
言
上
状
は
表
1
に
示
し
た
三
例
の
み
で
あ
る
。
、
一
方
、
B
型
は
寛
治
四
年
（
～
〇
九
〇
）
か
ら
文
暦
元
年
（
＝
一
一
一
西
）
ま
で
、
約

一
五
〇
年
間
に
亘
っ
て
二
五
通
が
残
さ
れ
て
い
る
。
A
型
で
立
券
さ
れ
た
所
領
は
荘
園
の
別
符
や
荘
民
の
田
贔
や
出
作
地
で
あ
る
。
B
型
は
荘

園
が
多
い
が
、
必
ず
し
も
荘
園
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
荘
園
の
立
券
で
あ
っ
て
B
型
で
な
い
も
の
は
、
こ
の
期
間
に
見
出
せ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

本
章
で
は
B
型
の
立
券
を
検
討
す
る
中
で
、
荘
園
の
立
券
つ
ま
り
立
厚
誼
号
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
ま
ず
立
券
を
命
じ
た
主
体
と
立
券
さ
れ
た
所
領
の
種
類
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
表
N
に
は
、
沓
石
の
事
例
も
含
め
て
、
B
型
つ
ま
り
在
庁

官
人
が
関
与
し
た
立
券
の
う
ち
、
手
続
き
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ
た
。
こ
の
四
三
例
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
。

　
第
一
は
天
皇
・
院
が
荘
園
・
保
の
立
券
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
（
蓑
y
、
型
式
欄
の
①
）
。
天
皇
・
院
は
自
ら
が
庇
護
す
る
寺
社
の
荘
園
や
（
晦

1
・
7
…
）
、
他
権
門
（
摂
関
家
等
）
の
荘
園
の
立
券
を
命
じ
（
翫
！
4
・
2
1
・
4
1
）
、
院
は
自
認
を
立
還
し
た
（
翫
娼
・
1
8
・
1
9
・
2
7
）
。
天
皇
・
院
は
国

司
庁
宣
を
発
給
さ
せ
、
立
券
を
遂
行
す
る
。
こ
れ
は
三
二
例
と
最
も
多
い
。

、
第
二
は
女
院
・
摂
関
家
が
荘
園
・
牧
の
立
券
を
命
じ
た
も
の
で
、
五
例
あ
る
（
②
）
。
臨
6
・
1
2
・
1
5
は
待
賢
門
院
、
翫
3
2
は
前
摂
政
近
衛
基

通
津
、
晦
4
2
は
摂
政
九
条
教
実
家
で
あ
る
。
女
院
・
摂
関
家
は
天
皇
・
院
に
極
め
て
近
い
権
門
で
あ
り
、
天
皇
・
院
に
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
晦
4
1
九
条
家
領
日
根
荘
は
前
関
白
家
（
九
条
道
家
）
が
申
請
し
て
官
宣
旨
を
得
て
立
券
さ
れ
て
お
り
、
天
皇
・
院
は
権
門
を
超
越

し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
も
国
司
庁
宣
の
発
給
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
第
三
は
天
皇
・
院
が
直
接
に
関
与
せ
ず
、
国
司
庁
宣
の
み
に
よ
っ
て
立
券
さ
れ
た
も
の
で
、
五
例
あ
る
（
③
）
。
こ
の
う
ち
二
例
が
荘
園
で
あ

る
。
晦
2
大
山
荘
・
翫
2
0
安
食
荘
は
国
司
庁
宣
を
得
て
立
券
さ
れ
た
。
た
だ
し
両
荘
と
も
に
後
に
改
め
て
宣
旨
を
得
て
い
る
。
荘
園
以
外
の
三

例
の
う
ち
、
晦
3
は
石
重
名
を
右
衛
門
督
（
藤
原
宗
通
）
家
領
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
別
名
の
設
定
と
思
わ
れ
る
。
翫
5
日
前
弓
懸
社
領
は
紀
伊

国
が
社
家
に
納
入
す
べ
き
封
物
を
便
補
し
た
も
の
で
あ
り
、
翫
2
8
志
道
原
荘
倉
敷
は
荘
園
の
附
属
施
設
で
あ
る
。
別
名
・
倉
敷
や
便
補
の
場
合

z“2　（654）



立券荘号の成立（佐藤）

表W立券の手続き

祠鯛領到国・鵬1形式 典拠（主要なものに限った）

・聖別翻融i細荘i①iA 障治4（・09・）1・／9阿波国三好郡司鰍・288＞

2

3

4

東 寺 丹波i大山荘 ＠1・D 康和4（1102）4／19国司庁宣〈1479＞

　　　　　　7／15立券文〈1489＞

　　　　　　7／15田畠目録〈兵庫県史史料編〉

藤原宗通 ｮ石酬③…D

八幡宮寺塔
院

美濃i明地荘

e嘉承2（1107）ユ2／一一　圏司庁宣〈ホ37＞

　　　　　　　　　　（参）〈ホ31・38＞

＠IE 1元永1（1118）12／28藤〈1896　’　1897＞

・1日臓馴繊便醐③i・ 大治2（1127）8／17在庁官人等解案〈ホ302＞

6

7

8

9

10

1i

12

円　勝寺

大伝法院

大伝法院

大伝法院

大伝法院

大伝法院

法金剛院餓
法堂

遠江i質侶牧

紀伊i中手荘

紀俳i岡唱酬

紀伊汕綺骨

継理工東土

紀傍i弘田荘

越前i和田荘

②iB立券（検洗）大治3（1128）12／一陣賢門院庁牒案〈2122＞

　i→膀示　　大治4（1129）3／28立券文案〈2129＞

i　　　　　　5／13互譲門院庁牒案〈2134＞

①iB聯注）大治4（1129）ill，1欝欝1145＞

①iB立券→膀示

①iB立券→膀示

長承1（1132）10／3G　、薦羽開庁牒案〈2245＞

　　　　　11／13立券文案〈2248・4981＞

　　　　　12／一鳥羽院二二案〈2256＞

長承1（1132）10／3G鳥羽院庁牒案〈2243＞

　　　　　11／16立券文案〈2250＞

　　　　　12／一鳥羽本庁牒案〈2254＞

①iB立券（→膀長承1（1132）10／30鳥羽院二世案〈2244＞
　1示～）　　　　　　11／16立券文案〈2249＞

①iB立券（検注）

　　＋垂示

＠ID

長承1（1132）12／一鳥羽院庁牒案〈2255＞

　　　　　12／一二券文案〈2257＞

1長承3（1134）⑫／1纈階下文案〈2310＞

131鳥羽院1紀伊i荒川荘1①i・立券（検注）艇・（1135）12／29立券燃〈2336＞

14

15

藤驕 u騨矢雛
法金剛院 周防i田嶋荘

　　　など

①iB立券（検注）

　i→膀示

②iB立券十二示

保延2（1136）2／11鳥羽院庁聴器〈2339＞

　　3（1137）10／23立券文案〈2378＞

保延3（1137）9／一塁賢門院庁下文案〈2375＞

　　　　　12／8國司庁宣案〈2382＞

・61瀦仁家1験i岩盤①i・ 1保延・（1・38）1・／26無煙鹸〈2395＞

・71尊勝a9近江i臨画①嚇・醐保延・（・・38）・／・・翻断孜〈・…〉

・81鳥羽院lmai田麗1①iB立券・1甥保延・（1・41）・／23翻試図下螺〈・65＞

19

20

21

鳥　羽　院

醍　醐　寺

皇后宮職
（藤原得子）

紀伊；神野荘
　　i真国荘

尾張i安食荘

尾張i篠木荘

¢lc

③B立券（検注）

＠lc

康治1（1142）ユ2／13鳥羽院無下文案〈2491＞

康治2（1143）7／16立券文案（前欠）〈2517＞

　　　　　　8／19官宣旨案〈2520＞

天養1（1144）9／29鳥羽院庁順風〈2536＞

　　　　　　10／20調物庁宣案＜2540＞

・・1大伝醐備前i醗出陣 1久安・（…6）・／一翻院肝蕉〈2577＞

23　（655）



23医伝灘1繊湘荘1①iE 1久安・（・・46）・／・・翻断下螺〈258・〉

24騰黙認i伊予i山劇①i・ i仁平・（1・53）1／28赫螺〈2777＞

25瞬離1麟某荘1φA 1仁平・（・・54）1・／・・勝螺〈・8・2＞

26

27

28

東大寺

後白河院

厳　島　裁

備後i大刷

愈B立券（検注）

（1）ic

安芸…藩劉③D

応保2（1工62）5／1官宜留〈3214＞

　　　　　　8／一園司庁宣く3228＞

永万2（1166）1／10後白河日日下文案〈3375＞

　　　　　　1／一国仁心宣〈3378＞

　　　　　　2／24留守所下文＜3380＞

　　　　　　2／一期券文案くホ106＞

仁安1（1166）11／王7志道原荘倉敷立券文案

　　　　　　　　　〈3404　・　3405＞

2gl厳島社鴎i姓荘iφ・ 1嘉応・（・17・）・／一膳文〈ホ359＞

・・1松尾社遠江i池曄1①i・ 〔　　　　　　〕官宣旨案（後欠）〈ホ357＞

嘉応3（1171）2／一山券文案〈3569＞

・・瞬光院1賄松麟φ・ i治承・（・・78）・／・・二河三下文案〈3836＞

32　1近衛家準準二二iゆ 1文治・（1・88）1・／一勝燃〈K348＞

33 燕b馴畷騨
34 東大判圃鞭

（DID

＠iC

建久6（1195）2／一肥後国司庁宣案〈K766＞

　　　　　　3／一二券文案〈K777＞

建久6（1195）5／7宮丘豊里（前欠）〈K789＞

351東大寺i周防i鰯荘［①i・ 1建久・（1・95）・／一隅文〈K815＞

361緻齪家i鰍i鴎保1①i・ 1建久・（・・95）12／・太囎符く・…〉

37陣大寺廟i野芝i①i・ ｛建久・（・198）・2／一三翻輩下文案〈…23＞

38 春・？±1阿波i寓曄①i・ 建仁4（1204）2／17官宣雷雨〈K：1433＞

元久1（1204）9／一二券文案〈K1481＞

39　1二二麟二二工学①・ 建暦2（1212）2／一二鳥羽二二下文〈K：1919＞

04 睡i二二荘1①i・ 1貞応・（・224）1・／1二二（前欠）〈・3292＞

41

42

九　条　駐

日　吉　社

小野常寿院

涌泉i日根荘 Olc

難…酬②…c

天福2（1234）6／25官宣旨〈K4674＞

文暦1（1234）12／2立券文案（二二）〈K4712＞

　　　　　12／　2　目録案〈王（4713＞〈1〈4714＞

文暦2（1235）9／9官宣旨案〈圏山県史編年史

　　　　　　　　　料〉

4噛日社i美濃i中村荘1①i・ 騨・（・238）・／22官宣雷〈K5271＞

＊形式欄①天皇・院　②摂関家・女院　③顛司　　大山荘を③としたことについては第三節参照。
　’二君の具体的作業として

一t検注と二二，例えば「二二示，注坪付，所立券進」　B検注，例えば「検注，可令立券言上」
　C膀示打ち，例えば「堺四至打膀示，立券言上」　　　D未詳
　Eは立券を申早したが，黙示打ちが命じられたもの。
　「立券二丁示」は立券と同門に膀示打ちe’例えば「且立券言上，二二四二打膀示」
　「立券→膀示」は立券の終了後に膀示打ちを命じているもの。
　「立券（検注）」は史料上で検注が立券に読み替えられている事例。

＊M36・42は立券終了後の官符・宣旨に手続き文霞が引爾されているので蓑に採上した。
＊晦14矢野荘立券文は本家使者と荘官によるものであり，石皿には採用していない。
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立券四号の成立（佐藤）

は
国
司
庁
宣
の
み
で
立
券
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

　
法
勝
寺
領
瓦
屋
荘
・
御
油
荘
の
寄
人
は
、
未
進
し
た
官
物
の
代
と
し
て
私
領
田
畠
（
荘
の
余
田
）
を
国
に
進
め
た
。
こ
の
時
、
院
使
・
在
庁
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

人
が
国
領
に
立
券
し
て
い
る
。
荘
園
領
主
に
残
さ
れ
た
文
書
が
中
心
の
現
存
史
料
で
は
現
わ
れ
に
く
い
が
、
国
領
に
立
聴
す
る
こ
と
も
多
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
坂
上
康
俊
氏
は
官
物
未
進
の
代
と
し
て
私
領
を
没
収
し
て
別
名
に
組
み
込
ん
で
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
国
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

へ
の
立
券
は
在
庁
別
名
の
成
立
に
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
署
判
者
と
立
券
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
器
皿
）
。
B
型
の
立
券
雪
口
上
状
の
署
判
者
を
見
る
と
、
最
下
位
は
郡
司
・
荘
官
で
あ
る
。

郡
司
は
＝
一
世
紀
前
半
に
多
い
が
、
後
半
で
は
荘
官
が
卓
越
す
る
。
荘
官
は
一
二
世
紀
を
通
じ
て
、
郡
司
と
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
酪
1
4

矢
野
荘
は
図
師
（
そ
し
て
平
民
）
の
不
在
に
よ
り
立
券
が
中
断
し
た
。
翫
2
5
に
も
図
師
の
署
判
が
見
え
る
。
天
養
元
年
の
鳥
羽
院
庁
下
文
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
、
郡
司
・
刀
禰
は
検
照
検
畠
の
際
に
図
師
と
し
て
働
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
立
券
に
際
し
て
郡
司
・
荘
官
は
、
図
師
と
し
て
の
役
割

を
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
保
立
氏
は
立
券
に
お
い
て
「
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
含
む
使
の
供
給
雑
事
や
行
列
の
編
成
を
処
置
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
地
頭
の
沙
汰
人
」
に
注
目
し
て
い
る
。
立
券
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
現
地
に
通
じ
た
人
物
が
必
須
で
あ
っ
た
。

　
立
券
言
上
状
の
最
上
位
に
は
官
使
・
貢
使
、
荘
園
領
主
の
使
が
署
凝
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
天
皇
・
院
が
他
領
の
立
券
を
命
じ
る
場
合
、

荘
園
領
主
の
使
者
は
署
善
し
て
い
な
い
。
晦
7
～
1
1
の
大
伝
法
院
領
袖
荘
の
立
雄
文
に
大
伝
法
院
の
使
者
は
署
養
し
て
お
ら
ず
、
翫
4
1
九
条
家

領
日
根
荘
立
誓
文
に
九
条
家
の
使
者
は
署
質
し
て
い
な
い
。
晦
3
0
池
零
墨
立
四
文
は
官
使
と
と
も
に
松
尾
社
使
が
連
署
し
て
い
る
が
、
こ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

合
は
立
券
の
途
中
で
堺
相
論
が
発
生
し
た
た
め
で
あ
る
。
荘
園
領
主
の
使
者
が
自
領
の
立
券
文
に
聖
篭
し
て
な
い
こ
と
は
、
使
者
が
立
券
の
場

に
立
ち
舎
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
必
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
平
野
社
領
の
立
券
に
際
し
て
「
申
調
下
院
宣
井
召
使
吉
友
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

令
二
虐
使
監
代
信
弘
・
国
使
権
介
義
宗
・
郡
司
・
図
師
等
立
券
一
之
剋
」
と
あ
り
、
社
家
の
使
者
は
見
え
な
い
。
立
券
文
に
荘
園
領
主
の
使
者
が

署
判
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
領
主
の
使
者
が
立
券
に
立
ち
合
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
．

　
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
、
白
河
院
庁
下
文
に
よ
っ
て
仁
和
寺
宮
（
覚
法
法
親
王
・
白
河
上
皇
皇
子
）
領
阿
波
国
篠
原
荘
を
立
券
し
た
際
、
白
河
院
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側
で
は
藤
原
為
房
が
、
仁
和
寺
宮
側
で
は
威
儀
師
思
量
が
、
そ
れ
ぞ
れ
沙
汰
人
で
あ
り
、
こ
の
二
人
の
他
に
「
遣
二
軸
亡
国
｝
庁
官
」
つ
ま
り
院

　
　
　
⑪

使
が
い
た
。
白
河
院
・
仁
和
寺
宮
双
方
の
沙
汰
人
の
間
で
立
券
の
手
筈
が
取
り
決
め
ら
れ
、
院
使
が
下
署
し
て
立
券
し
た
の
で
あ
る
。
立
券
に

は
白
河
院
・
仁
和
寺
宮
双
方
の
意
志
が
働
い
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
翫
2
0
醍
醐
寺
領
安
食
荘
は
国
司
庁
宣
を
得
た
の
み
で
康
治
二
年
七
月
一
六
日
に
立
券
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
寺
家
は
「
被
レ
下
瓢
宣
旨
　
打
コ
定
判

示
噛
永
為
二
宮
護
符
之
庄
ハ
将
レ
免
二
夏
着
国
役
之
煩
こ
こ
と
を
申
請
し
、
八
月
一
九
β
付
け
で
宣
旨
が
下
さ
れ
、
二
三
日
、
寺
家
に
到
来
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

寺
家
は
膀
示
を
打
つ
た
め
に
国
に
下
向
す
る
宮
志
紀
経
職
・
史
生
二
人
・
覧
本
尊
一
人
に
禄
物
・
紋
料
を
与
え
た
。
官
使
に
対
す
る
禄
の
支
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
は
「
為
レ
打
濃
紺
示
一
下
コ
向
国
一
忘
物
等
」
で
あ
る
。
ま
た
召
使
紀
古
詩
に
は
被
物
・
綿
な
ど
の

他
に
、
馬
二
疋
（
一
疋
は
鞍
を
蒔
い
た
も
の
）
・
甲
胃
一
具
・
弓
・
胡
録
な
ど
を
与
え
て
い
る
。
寺
家
は
宮
使
の
威
儀
を
整
え
て
下
向
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

　
官
使
・
評
点
は
荘
園
領
主
の
意
商
を
帯
び
て
国
に
下
向
す
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
荘
園
領
主
独
自
の
使
者
の
不
在
は
注
舘
さ
れ
る
。
立
券
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
「
官
使
某
立
券
」
の
よ
う
に
呼
ば
れ
、
嘗
使
・
葦
子
の
主
体
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
保
立
民
が
論
じ
る
よ
う
に
、
官
使
・
院
使
の
威

勢
が
荘
園
の
立
券
に
は
重
要
で
あ
っ
た
。
一
一
世
紀
に
お
け
る
立
券
が
郡
司
・
刀
禰
に
よ
る
領
主
権
の
認
定
に
あ
っ
た
こ
と
に
比
し
、
天
皇
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

院
の
命
じ
る
立
券
は
官
使
・
院
使
に
よ
る
荘
園
領
主
権
の
設
定
と
い
う
性
格
が
強
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
保
立
氏
は
吉
言
・
院
使
の
立
券
が
「
王
の
高
権
を
全
土
に
貫
徹
す
る
」
と
論
じ
る
。
し
か
し
立
券
に
は
在
庁
官
人
が
加
わ
る
こ
と
を
重
視
す

べ
き
で
あ
る
。
官
使
・
院
使
の
帯
び
た
天
皇
・
院
の
「
高
権
」
は
、
国
衙
を
媒
介
と
し
て
在
地
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
。

　
中
込
氏
は
在
庁
官
人
が
立
ち
合
う
こ
と
の
意
味
を
国
衙
行
政
権
の
割
譲
に
求
め
た
。
し
か
し
単
に
そ
れ
の
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
東
寺
領
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

山
荘
や
東
大
寺
領
黒
田
荘
の
廃
立
を
め
ぐ
る
相
論
に
お
い
て
、
積
極
的
に
寺
家
と
対
抗
し
て
い
る
の
は
目
代
や
在
庁
宮
人
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆

に
読
め
ば
、
荘
園
の
安
定
的
領
有
に
は
、
現
地
の
国
衙
の
了
解
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
長
承
四
年
（
二
三
五
）
、
東
大
寺
領
越
後
国
石
井
・
土
井
両
軍
は
、
「
府
骨
無
要
地
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
他
郷
（
豊
田
荘
）
に
立
て
替
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

え
ら
れ
た
。
国
府
近
辺
に
在
庁
別
名
が
集
中
し
、
遠
辺
に
は
荘
園
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
出
産
は
、
一
国
内
で
の
所
領
、
特
に
荘
園
の

領
有
を
認
定
す
る
主
体
で
あ
り
、
荘
園
と
国
領
（
別
名
等
）
と
い
う
国
内
所
領
を
編
成
す
る
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
在
庁
官
人
は
国
内
所

領
の
編
成
老
と
し
て
立
券
に
立
ち
合
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
西
谷
地
氏
は
立
券
を
領
主
と
住
人
と
の
関
係
と
し
て
論
じ
た
。
翫
2
大
山
荘
立
合
文
に
は
百
姓
が
署
判
し
て
お
り
、
晦
1
4
矢
野
荘
の
場
合
で

は
荘
民
の
参
加
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
立
券
文
に
は
表
れ
な
く
と
も
、
住
人
は
立
ち
合
っ
て
い
る
。
荘
園
の
設
立
、
荘
園
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

主
の
支
配
に
対
す
る
同
意
を
取
り
付
け
る
た
め
に
、
ま
た
官
使
・
蛇
使
や
在
庁
官
人
に
供
給
す
る
た
め
に
、
住
人
の
立
ち
意
い
は
必
須
で
あ
る
。

し
か
し
立
券
文
に
住
人
が
署
判
し
た
事
例
は
大
山
荘
の
み
で
あ
る
。
こ
の
時
に
行
わ
れ
た
検
注
の
際
、
大
山
荘
の
条
里
呼
称
は
大
幅
に
変
更
さ

　
　
　
⑳

れ
て
お
り
、
そ
れ
が
住
人
の
署
質
し
た
理
由
か
も
し
れ
な
い
。
一
般
に
立
斑
文
に
住
人
は
署
判
し
な
い
。
ま
た
荘
園
領
主
の
使
者
が
不
在
の
場

合
も
あ
る
。
立
券
の
手
続
き
を
領
主
と
住
人
の
関
係
に
解
消
し
去
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
以
上
、
B
型
立
券
の
主
要
な
も
の
は
天
皇
・
院
に
よ
る
荘
園
の
設
立
で
あ
る
。
そ
こ
で
節
を
改
め
て
、
荘
園
立
券
の
手
続
き
に
つ
い
て
考
察

を
加
え
る
。

第
二
節
　
検
注
と
膀
示
打
ち
ー
ー
漏
二
徴
紀
中
期
の
変
化
i
…

立券四号の成立（佐藤）

　
翫
2
3
大
伝
法
院
領
渋
田
荘
は
、
康
治
元
年
（
＝
四
二
）
に
紀
叛
軍
源
雅
重
が
違
乱
の
代
償
と
し
て
渋
田
郷
を
大
伝
法
院
に
去
り
与
え
た
こ
と

　
　
　
　
⑫

に
由
来
す
る
。
久
安
二
年
、
大
伝
法
院
所
司
は
、
田
畠
を
立
窮
し
、
四
至
を
食
し
膀
示
を
打
ち
、
官
物
・
国
役
な
ど
を
免
除
す
る
こ
と
を
鳥
羽

院
に
求
め
た
。
こ
の
申
請
に
よ
っ
て
新
鮮
下
文
が
発
給
さ
れ
、
四
至
を
堺
し
図
示
を
打
ち
、
官
物
は
供
料
に
宛
て
、
国
役
は
免
除
さ
れ
た
。
と

こ
ろ
が
、
渋
田
荘
は
康
平
年
中
（
一
一
世
紀
中
頃
）
に
興
福
寺
西
金
堂
領
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
に
相
論

　
　
　
　
⑬

が
発
生
し
た
。
大
伝
法
院
の
主
張
に
よ
る
と
、
僧
喜
範
が
「
有
縁
之
国
司
」
に
よ
っ
て
西
金
堂
領
と
し
て
荘
号
を
立
て
た
が
、
す
ぐ
に
転
倒
し

て
公
郷
と
な
り
、
そ
の
後
に
大
伝
法
院
領
と
し
て
立
券
さ
れ
た
。
酉
金
堂
は
以
前
に
荘
号
を
立
て
た
が
「
立
母
子
示
之
沙
汰
」
に
及
ん
で
お
ら
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ず
、
国
司
は
免
判
を
下
し
た
が
「
永
代
免
除
」
で
は
な
く
、
「
勅
免
」
の
所
領
で
な
け
れ
ぼ
「
永
代
不
朽
之
庄
園
」
で
は
な
い
と
い
う
。
大
伝

法
院
所
司
は
強
固
に
永
続
す
る
荘
園
の
要
件
と
し
て
、
「
立
券
膀
示
無
沙
汰
」
と
勅
免
を
重
視
し
て
い
る
。

　
前
章
で
考
察
し
た
郡
司
・
刀
禰
の
立
券
で
は
、
所
領
を
立
面
す
る
に
当
っ
て
の
特
鋼
な
手
続
き
は
見
え
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
立
券
の

手
続
き
が
「
立
券
膀
示
之
沙
汰
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
立
券
の
名
の
下
に
遂
行
さ
れ
る
具
体
的
作
業
を
検
注
と
膀
示
打
ち

と
い
う
点
か
ら
考
察
す
る
。
ま
ず
検
注
・
膀
示
打
ち
に
つ
い
て
個
々
に
概
観
し
よ
う
。

　
検
注
　
富
沢
清
人
疑
に
よ
る
と
検
注
は
領
主
の
下
地
進
止
権
の
及
ぶ
範
囲
を
確
定
す
る
手
続
き
で
あ
り
、
領
主
と
農
民
の
間
で
合
意
を
形
成

　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
場
で
も
あ
る
。
下
地
進
止
権
を
確
定
す
る
検
注
は
、
立
券
に
相
応
し
い
。
官
・
国
の
行
う
検
注
は
延
久
の
荘
園
整
理
を
初
見
と
し
、
国
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

・
将
領
と
い
う
領
主
権
を
確
定
す
る
作
業
と
し
て
国
司
初
任
な
ど
を
契
機
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
立
券
の
際
の
検
注
は
、
延
久
以
降

に
多
様
な
場
面
で
行
わ
れ
た
検
注
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
翫
2
康
和
四
年
の
大
山
荘
立
券
文
に
は
一
一
世
紀
ま
で
と
は
全
く
異
な
る
坪
付
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
、
大
山
荘
の
歴
史
を
画
す
る

検
注
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
永
久
二
年
（
＝
一
四
）
に
は
記
録
所
勘
奏
に
よ
っ
て
大
山
荘
を
東
寺
領
と
す
る
富
士
が
下
さ
れ
、
こ
の
官
符
を
施
行

し
た
国
司
庁
宣
は
留
守
所
に
検
注
を
命
じ
て
い
る
。
翫
6
質
葉
叢
は
「
令
三
並
券
一
之
虞
、
全
黒
姫
レ
有
二
牢
籠
こ
の
で
膀
示
が
打
た
れ
た
。
後

述
す
る
が
、
こ
の
立
券
で
は
検
注
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
無
レ
有
二
珍
奇
こ
と
は
、
検
注
の
結
果
、
四
至
内
に
他
領
主
・
国
衙
の
妨
げ
が
無
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
四
年
内
に
他
領
・
国
領
の
田
畠
が
混
在
す
る
場
合
は
、
検
注
に
よ
っ
て
荘
領
と
区
別
さ
れ
、
倉
渡
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

扱
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
治
四
年
（
＝
二
九
）
の
覚
毒
薬
に
は
「
立
券
実
検
帳
」
が
見
え
る
。
立
券
の
際
に
は
検
注
を
行
っ
て
、
田
畠

一
筆
ご
と
に
領
主
権
（
進
止
権
）
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
中
心
打
ち
　
膀
示
は
『
類
聚
三
代
心
逸
に
豊
富
な
事
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
衆
人
へ
の
告
知
、
四
至
の
標
識
、
山
野
の
占
定

な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
＝
世
紀
に
は
、
誘
示
が
朽
損
す
る
、
膀
示
を
打
つ
・
抜
く
、
膀
示
銘
を
書
き
改
め
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
、
膀

示
は
銘
が
記
さ
れ
た
木
製
の
杭
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
寛
弘
元
年
（
…
○
〇
四
）
に
金
剛
峯
寺
は
石
垣
荘
司
が
寺
家
地
の
膀
示
を
抜
い
て
押
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立券四号の成立（佐藤）

領
し
た
と
訴
え
て
い
る
。
難
戦
は
領
主
権
を
表
示
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
『
雑
筆
要
集
』
は
門
皇
太
后
宮
職
御
領
糸
我
御
庄
東
堺
之
余
韻

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

也
／
年
月
日
　
国
軍
姓
ム
判
」
と
い
う
膀
示
身
様
を
載
せ
て
い
る
。
膀
示
に
は
領
主
、
所
領
名
（
荘
号
）
、
膀
示
の
立
つ
地
点
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　
長
保
六
年
（
一
〇
〇
四
）
、
観
世
音
寺
は
筑
前
国
碓
井
封
を
一
円
化
し
、
新
し
く
膀
示
を
立
て
て
府
使
・
国
使
を
入
れ
な
い
こ
と
を
大
宰
府
に

　
　
⑪

求
め
た
。
膀
示
は
種
々
の
使
者
が
所
領
内
部
に
入
る
こ
と
を
拒
否
す
る
標
識
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
一
〇
世
紀
の
後
半
か
ら
、
受
領
は
積
極

的
に
検
田
し
、
徴
税
を
強
化
す
る
。
国
使
・
官
使
の
入
部
は
供
給
雑
事
を
は
じ
め
、
官
物
・
国
役
の
賦
課
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
荘
園
領
主
は
所
領
を
一
円
化
し
、
所
領
支
配
の
効
率
化
・
安
定
化
を
図
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
膀
示
が
焦
点
と
な
っ
て
く

る
。　

永
承
年
間
に
伊
賀
守
藤
原
公
則
は
国
内
に
諸
権
門
の
荘
園
を
立
善
し
、
そ
れ
ら
の
荘
園
に
は
器
質
が
打
た
れ
た
。
そ
の
後
、
伊
賀
守
藤
原
棟

方
は
初
任
に
際
し
て
荘
園
整
理
の
官
符
を
得
、
前
司
公
則
の
打
っ
た
膀
示
を
抜
い
て
荘
園
を
停
廃
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
十
分
な
成
果
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

収
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
風
立
荘
園
の
膀
示
を
抜
く
た
め
に
官
使
が
遣
わ
さ
れ
た
。
官
使
が
車
立
荘
園
に
準
じ
て
東
大
寺
領
「
名
張
庄
」
（
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

田
荘
）
の
膀
示
を
抜
い
た
た
め
に
、
東
大
寺
の
申
請
に
よ
っ
て
、
榜
示
を
打
つ
た
め
に
官
使
が
下
向
し
て
い
る
。
　
こ
の
後
伊
賀
守
は
小
野
守
経

に
交
替
し
再
び
膀
示
を
抜
い
た
の
で
、
天
喜
四
年
、
東
大
寺
の
申
請
に
よ
っ
て
官
業
が
下
向
し
て
業
革
を
打
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
国
司
の
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

行
を
経
て
お
ら
ず
、
守
経
は
膀
示
を
抜
く
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
、
国
内
の
膀
示
の
管
理
を
国
司
が
行
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た

そ
れ
が
次
第
に
困
難
に
な
っ
て
官
が
嘱
望
の
管
理
に
呼
び
出
さ
れ
て
く
る
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
、
玉
瀧
杣
内
の
湯
船
荘
で
は
榜
示
が
朽
損
し
た
た
め
、
東
大
寺
の
使
者
が
入
部
し
て
地
子
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

そ
こ
で
湯
船
荘
の
領
主
の
訴
え
に
よ
り
杣
司
が
改
め
て
膀
示
を
打
っ
た
。
伊
賀
国
内
で
伊
賀
国
司
が
、
玉
瀧
杣
内
で
節
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
呈
示

を
打
っ
て
い
る
よ
う
に
、
領
域
の
管
理
者
が
、
領
域
内
の
膀
示
を
打
つ
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
東
大
寺
領
事
南
国
安
八
郡
大
井
荘
は
検
田
を
請
け
て
官
物
の
免
除
を
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
天
喜
年
間
の
造
内
襲
役
賦
課
を
契
機
と
し
て
、

国
司
と
の
相
論
を
長
期
に
亘
っ
て
繰
り
返
す
。
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
に
東
大
寺
は
、
官
業
を
遣
わ
し
て
膀
示
を
打
ち
、
国
使
不
入
と
国
役
免
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除
の
特
権
を
与
え
る
こ
と
を
官
に
求
め
た
。
翌
年
、
官
は
美
濃
国
に
膀
示
打
ち
を
命
じ
た
が
、
官
使
は
遣
わ
さ
な
か
っ
た
。
康
平
叡
聞
以
降
、

東
大
寺
は
国
役
免
除
の
た
め
に
獲
得
し
た
国
使
不
入
を
扇
田
使
不
入
に
読
み
換
え
、
国
司
に
対
抗
す
る
。
延
久
の
荘
園
整
理
で
は
籠
作
公
田
が

摘
発
さ
れ
た
。
し
か
し
結
局
、
延
久
三
年
（
一
〇
七
　
）
に
「
免
除
」
を
命
じ
た
太
政
官
符
（
国
司
宛
）
と
「
領
掌
」
を
認
め
た
太
政
官
牒
（
寺
家
宛
）

を
得
て
い
る
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
承
保
二
年
（
　
〇
七
五
）
と
嘉
承
三
年
（
＝
○
八
）
の
荘
園
整
理
の
際
、
大
井
荘
は
膀
示
を
抜
か
れ
て
停
廃
さ
れ
た
。
両
度

と
も
東
大
寺
の
訴
え
に
よ
っ
て
官
宣
旨
が
下
さ
れ
、
前
者
の
場
合
は
郡
司
・
国
使
・
官
使
が
連
署
し
た
安
八
郡
司
解
で
、
膀
示
を
打
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
報
告
さ
れ
た
。
後
者
の
場
合
、
「
任
二
延
久
三
年
官
符
ハ
堺
コ
定
四
二
噛
早
令
二
免
除
こ
こ
と
を
命
じ
る
官
宣
旨
が
下
さ
れ
、
膀
示
を
打
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
を
明
記
し
、
郡
司
・
寺
使
・
国
使
・
官
使
が
連
署
し
た
安
八
郡
司
等
解
で
報
告
さ
れ
た
。
免
除
1
1
領
掌
の
手
続
き
は
膀
示
打
ち
と
し
て
具

体
化
さ
れ
て
い
る
。

　
膀
示
は
領
主
名
と
所
領
名
が
記
さ
れ
た
、
所
領
の
堺
を
定
め
る
標
識
で
あ
る
と
と
も
に
、
免
除
・
不
入
な
ど
の
特
権
の
標
識
で
も
あ
る
。
官

使
に
よ
る
膀
示
打
ち
は
官
に
よ
る
領
主
権
の
認
定
、
領
域
確
定
と
、
免
除
・
不
入
権
付
与
の
作
業
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
。
＝
世
紀
に
は
国

司
が
初
任
に
荘
園
整
理
を
申
請
し
た
り
、
官
が
内
裏
造
営
を
契
機
と
し
て
荘
園
整
理
を
命
じ
る
な
ど
、
頻
繁
に
荘
園
整
理
が
行
わ
れ
る
。
荘
園

整
理
を
契
機
と
し
て
官
使
が
下
向
し
て
並
幅
を
抜
き
、
逆
に
荘
園
領
主
の
求
め
に
応
じ
て
官
使
が
垂
示
を
打
つ
。
官
使
の
打
つ
膀
示
は
＝
世

紀
を
通
じ
て
増
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
膀
示
打
ち
は
所
領
の
安
定
化
と
い
う
点
で
立
券
に
稲
応
し
い
。
立
券
の
際
の
膀
示
打
ち
は
、
す
で
に
藤
原
朝
腹
宅
領
舟
生
牧
に

見
え
る
（
表
－
酷
2
）
。
朝
成
は
「
膀
ゴ
示
四
至
朝
立
調
券
色
名
こ
す
る
こ
と
を
郡
司
に
命
じ
た
が
、
東
大
寺
と
相
論
に
な
っ
た
。
相
論
が
決
着

し
て
立
券
が
完
了
し
た
後
、
康
保
二
年
一
二
月
、
膀
示
が
打
た
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
B
型
の
立
券
で
も
榜
示
打
ち
は
見
え
る
。
晦
9
山
崎
荘
は
立
券
の
後
、
＝
一
月
九
日
付
け
の
院
宣
で
大
伝
法
院
座
主
覚
饅
に
与
え
ら
れ
、
下

瓦
か
ら
改
め
て
大
伝
法
院
に
寄
進
さ
れ
た
後
、
鳥
羽
院
庁
牒
に
よ
っ
て
膀
心
打
ち
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
院
庁
牒
の
事
書
は
膀
示
打
ち
を
記
す
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立券荘号の成立（佐藤）

の
み
で
あ
る
が
、
事
実
書
は
官
物
・
臨
時
雑
役
の
免
除
を
謳
っ
て
お
り
、
膀
示
打
ち
は
免
除
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

　
悔
3
0
池
田
荘
の
立
券
で
は
、
膀
示
を
打
っ
て
い
く
途
中
で
隣
接
す
る
川
勾
荘
と
堺
相
論
が
起
こ
り
、
官
で
椙
論
が
裁
定
さ
れ
た
後
、
膀
示
を

打
っ
て
立
券
が
完
了
し
た
。
膀
示
打
ち
で
堺
が
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
概
観
し
た
検
注
と
下
調
打
ち
は
、
と
も
に
立
券
に
と
っ
て
は
重
要
な
手
続
き
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
B
型
の
立
券
に
お
い
て
、

検
注
と
膀
示
打
ち
は
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。
ま
ず
表
W
の
諸
例
に
見
え
る
表
現
を
検
討
す
る
（
形
式
欄
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ミ

A
　
晦
1
福
田
荘
立
券
文
は
「
打
寸
隙
示
ハ
注
二
坪
付
噛
所
二
立
券
進
一
如
レ
件
、
謹
解
」
と
書
止
め
、
翫
2
5
某
聯
立
券
文
は
「
令
レ
検
コ
注
四
至
内

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

荒
石
一
打
調
定
膀
示
偏
立
券
言
上
如
レ
件
、
石
帯
」
と
書
止
め
て
い
る
。
検
注
（
波
線
部
）
と
膀
示
打
ち
（
傍
点
部
）
が
立
券
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
．
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
検
注
と
膀
平
打
ち
を
併
記
す
る
事
例
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
。
検
注
と
膀
示
打
ち
は
一
二
世
紀
中
期
の
前
後

で
変
化
し
て
い
る
。

B
　
晦
6
乱
書
牧
の
立
券
を
命
じ
る
待
賢
門
院
庁
牒
は
「
検
コ
注
四
邸
内
田
畠
山
野
在
家
等
閑
可
一
一
立
券
言
上
こ
と
検
注
を
指
示
し
た
。
立
券

文
は
「
検
注
」
と
書
き
出
し
、
「
立
券
言
上
如
レ
件
、
以
解
」
と
書
き
止
め
て
い
る
。
膀
示
打
ち
は
立
券
の
後
に
、
改
め
て
待
賢
門
院
庁
牒
・
国

司
庁
宣
が
発
給
さ
れ
、
「
立
券
井
絵
図
の
状
に
任
せ
」
て
行
わ
れ
て
い
る
。
巌
7
石
手
荘
の
場
合
、
鳥
羽
院
庁
牒
は
「
且
立
券
言
上
、
且
堺
二
四

至
一
打
二
霊
示
こ
と
並
列
に
記
し
て
お
り
、
立
券
と
榜
示
打
ち
を
別
個
の
手
続
き
と
し
て
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
ま
た
石
手
話
立
斜
文
は

「
堺
二
四
至
一
膀
示
、
検
コ
注
田
畠
↓
言
上
如
レ
件
、
謹
解
」
と
書
止
め
て
お
り
、
鳥
羽
歯
髄
牒
と
対
比
す
る
と
、
「
立
券
」
が
「
検
注
」
に
読
み
換

え
ら
れ
て
い
る
。
晦
1
4
播
磨
国
矢
野
荘
の
立
荘
に
つ
い
て
は
、
保
延
二
年
二
月
一
一
臓
鳥
羽
院
庁
牒
案
と
、
保
延
三
年
九
月
日
の
「
本
家
御
下

文
」
に
よ
る
保
延
三
年
一
〇
月
二
三
日
立
券
文
案
の
二
通
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
立
券
文
に
は
保
延
二
年
一
〇
月
日
に
院
庁
牒
の
下
さ
れ

た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
保
延
二
年
二
月
山
院
面
々
は
立
券
（
検
注
）
を
命
じ
て
い
る
の
で
、
一
〇
月
の
も
の
は
膀
示
打
ち
を
命
じ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
図
師
・
荘
罠
が
不
在
の
た
め
に
立
券
（
検
注
）
は
で
き
ず
、
膀
示
は
打
っ
た
が
、
翌
年
、
改
め
て
本
家
が
立
券
（
検
注
）
し
た
の
だ
ろ
う
。

B
で
は
立
券
と
縫
示
打
ち
と
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
立
券
の
具
体
的
手
続
き
は
、
特
に
検
注
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
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C
　
晦
1
9
神
野
・
真
古
言
は
「
堺
一
一
四
至
一
打
二
膀
示
ハ
可
二
立
券
言
上
一
」
と
命
じ
た
鳥
羽
院
庁
下
文
に
よ
っ
て
立
券
さ
れ
た
。
酷
3
6
圏
富
保
の

立
主
文
は
「
定
二
四
至
一
打
二
鰺
示
一
畢
。
並
立
浮
言
上
帯
レ
件
」
と
書
止
め
て
い
る
。
榜
示
打
ち
は
立
券
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
、
立
券
の
主
要

な
手
続
き
と
な
っ
て
い
る
。
翫
2
1
篠
木
荘
の
草
合
、
鳥
羽
臥
篭
牒
は
「
境
二
陣
至
一
打
二
膀
示
出
立
券
注
進
」
す
る
こ
と
を
命
じ
た
が
、
そ
れ
を

施
行
し
た
尾
張
圏
司
庁
宣
は
単
に
　
「
境
二
四
至
一
打
二
膀
示
こ
と
記
し
て
い
る
。
痘
4
1
語
根
荘
は
立
券
す
る
こ
と
を
特
に
指
示
せ
ず
、
単
に

「
堺
二
四
至
一
打
二
黒
示
こ
こ
と
を
命
じ
た
官
宣
旨
が
下
さ
れ
、
立
感
文
は
「
依
二
宣
旨
一
立
券
言
上
如
レ
件
」
と
書
止
め
て
い
る
。
三
盛
打
ち
の

命
令
が
立
券
の
指
示
に
読
み
換
え
ら
れ
て
い
る
。
C
で
は
榜
示
打
ち
の
み
が
立
券
の
手
続
き
と
し
て
明
記
さ
れ
て
お
り
、
検
注
は
立
券
の
命
令

や
立
券
文
の
中
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
B
は
立
券
の
名
の
下
に
主
に
検
注
が
行
わ
れ
、
膀
示
打
ち
と
立
券
の
手
続
き
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
C
で
は
膀
示
打
ち
が
立
券
の

手
続
き
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
8
は
＝
一
世
紀
中
期
以
前
に
多
く
、
C
は
そ
れ
以
後
に
卓
越
す
る
。
な
お
D
は
立
券
の

具
体
的
作
業
が
未
詳
で
あ
り
、
E
は
立
券
申
請
に
対
し
て
特
に
膀
示
打
ち
を
命
じ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
表
書
に
よ
り
立
券
文
の
記
載
項
目
（
特
に
田
畠
坪
付
な
ど
の
記
載
と
膀
温
位
罎
の
記
載
）
を
検
討
す
る
。
立
嘉
事
の
多
く
は
＝
世
紀

末
期
か
ら
一
三
世
紀
中
期
ま
で
詳
細
な
田
畠
坪
付
な
ど
を
載
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
実
検
（
実
際
の
検
注
）
に
基
づ
い
て
い
る
か
否
か
は
検

討
の
余
地
が
あ
る
。
一
二
世
紀
中
期
以
前
で
は
検
注
が
指
示
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
全
て
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
検
注
盈
実
際
に
行
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
思
わ
れ
る
。
＝
一
世
紀
中
期
以
降
で
は
、
晦
2
9
壬
生
荘
は
検
注
の
実
施
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
酪
2
7
大
田
荘
は
実
際
に
検
注
せ
ず
、
国
衙
の

土
地
台
帳
に
基
づ
い
て
坪
付
が
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
田
荘
の
よ
う
な
風
合
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
膀
示
位
置
は
一
二
世
紀
中
期
以
前
の
立
券
文
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
B
翫
6
質
侶
牧
の
よ
う
に
立
券
（
検
注
）
の
後
に
榜
示
が
打
た
れ
る
場
r

合
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
A
酷
1
福
田
荘
の
よ
う
に
検
注
と
膀
示
打
ち
が
立
券
の
一
環
と
し
て
同
時
に
行
わ
れ
た
場
合
で
も
、
立
羅
文
に
は

膀
示
位
置
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
B
翫
7
石
随
身
で
は
立
券
（
検
注
）
と
膀
示
打
ち
が
同
時
に
行
わ
れ
た
が
、
立
券
文
の
書
出
し
は
「
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

注
」
で
あ
り
、
膀
示
位
置
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
翫
2
7
を
確
実
な
初
見
と
し
て
、
一
二
世
紀
中
期
以
降
の
立
難
文
に
は
膀
示
位
置
が
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記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
・
こ
れ
は
妾
の
一
環
と
し
て
膀
耳
打
ち
が
組
み
込
ま
れ
ξ
と
を
物
語
・
て
い
⑱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
膀
）

　
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
、
筥
崎
宮
在
京
所
司
は
　
「
尋
二
傍
庄
例
苫
葺
塗
笠
雨
避
　
宣
旨
一
下
向
□
後
、
取
二
宰
府
施
行
目
打
訓
固
牒
示
乱
立
券
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯵

上
之
後
、
自
庄
□
遣
二
実
検
使
一
之
事
、
普
通
習
也
」
と
記
し
て
い
る
。
立
券
の
際
に
は
膀
示
が
打
た
れ
、
「
実
検
」
つ
ま
り
現
地
に
臨
ん
で
の

検
注
は
、
立
券
言
上
の
後
に
荘
園
領
主
の
側
で
行
う
慣
例
で
あ
っ
た
。
実
検
は
立
券
の
手
続
き
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
一
二
世
紀
中
期
を
境
と
し
て
、
立
券
を
命
じ
る
文
書
や
立
券
文
か
ら
検
注
の
語
句
が
消
え
る
こ
と
は
、
単
な
る
表
記
上
の
変
化
で
は
な
い
。

一
二
世
紀
中
期
を
境
と
し
て
立
券
の
主
要
な
手
続
き
は
、
検
注
（
実
検
）
か
ら
三
婆
打
ち
へ
と
変
化
す
る
。
西
谷
地
・
上
島
民
の
論
じ
た
立
券
は

B
に
、
保
立
馬
は
C
に
当
る
。
’

　
一
一
世
紀
末
期
以
降
の
立
券
は
主
と
し
て
、
天
皇
・
院
が
荘
園
を
設
立
す
る
手
続
き
、
言
い
換
え
れ
ば
荘
園
領
主
権
を
設
定
す
る
手
続
き
で

あ
り
、
具
体
的
に
は
検
注
と
膀
示
打
ち
が
行
わ
れ
た
。
一
二
世
紀
中
期
以
前
で
は
、
荘
園
領
主
権
を
設
定
す
る
に
当
っ
て
、
検
注
を
行
っ
て
田

畠
在
家
ご
と
に
領
主
権
（
進
止
権
）
を
確
定
し
て
い
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
＝
一
世
紀
中
期
以
降
で
は
膀
示
を
打
ち
、
免
除
特
権
を

付
与
す
る
こ
と
で
領
主
権
を
設
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
荘
園
領
主
権
は
領
域
と
免
除
特
権
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
も
の
に
な
る
ゆ
そ
れ
は
ま
た
検

注
を
重
視
す
る
延
久
以
来
の
政
策
の
転
換
で
も
あ
っ
た
。

立券荘暑の成立（佐藤）

第
三
節
　
荘
号
と
勅
免
一
一
一
世
紀
末
の
変
化
1

、
荘
園
の
ほ
と
ん
ど
は
天
皇
・
院
が
立
券
を
命
じ
て
お
り
（
第
一
節
）
、
渋
田
荘
の
相
論
で
大
伝
法
院
所
司
は
不
朽
の
荘
園
の
条
件
と
し
て
勅
免

を
挙
げ
て
い
る
（
第
二
節
）
。
ま
た
一
二
世
紀
に
な
る
ど
荘
園
設
立
の
手
続
き
が
「
立
巌
窟
号
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
序
章
）
。
本
節
で
は

三
号
と
勅
免
、
そ
し
て
立
券
荘
弩
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
一
一
世
紀
末
期
の
伊
賀
国
司
は
荘
号
を
名
乗
る
条
件
と
し
て
、
官
符
・
宣
旨
の
有
無
で
は
な
く
、
公
験
の
所
持
や
代
々
の
国
司
免
判
を
挙
げ

て
い
た
（
第
二
章
）
・
こ
の
よ
う
な
条
件
は
一
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
国
の
笛
の
強
化
に
伴
・
義
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
翰
・
官
符
を
得
て
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い
て
も
、
国
司
初
任
の
検
田
の
際
に
免
除
の
認
定
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
＝
世
紀
に
お
い
て
、
荘
園
は
由
緒
を
積
ん

で
徐
々
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
後
、
誘
電
に
関
す
る
認
識
は
大
き
く
変
化
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
康
和
年
間
以
降
、
菜
館
は
大
山
窪
の
廃
立
を
め
ぐ
っ
て
丹
波
国
と
相
論
を
展
開
し
た
。
国
司
は
在
庁
官
人
解
を
引
い
て
、
「
当
初
更
無
二
庄

号
鴨
又
元
レ
有
二
一
紙
之
官
符
宣
旨
噛
今
風
称
禍
庄
号
一
之
条
、
頗
不
レ
暉
二
朝
章
二
と
、
爵
号
を
否
定
し
て
い
る
。
相
論
に
お
け
る
主
張
で
は
あ

る
が
、
爵
号
は
官
符
・
宣
旨
に
よ
る
と
い
う
認
識
が
見
え
る
。
し
か
し
相
論
の
最
中
に
守
高
階
勲
章
は
任
終
を
迎
え
、
大
山
荘
の
立
券
を
命
じ

た
。
晦
2
康
和
四
年
七
月
の
立
券
文
に
は
「
宣
旨
状
井
庁
宣
之
旨
」
に
よ
っ
て
立
暮
す
る
と
記
さ
れ
、
宣
旨
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
立
券
を
命
じ
る
宣
旨
は
下
さ
れ
て
い
な
い
。
守
為
章
の
判
断
で
立
券
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
立
券
に
お
け
る
宣
旨
の
重
要
性
を
物

語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
為
章
は
一
〇
月
に
大
山
荘
を
東
寺
領
と
認
め
る
官
宣
旨
を
引
き
零
し
た
。
し
か
し
為
章
の
処
置
は
強
引
で
あ
る
。
丹
波

守
は
為
章
・
導
者
房
・
藤
原
敦
宗
と
交
替
し
、
敦
宗
の
時
、
天
仁
二
年
（
二
〇
九
）
、
大
山
荘
は
再
び
停
廃
さ
れ
た
。
在
庁
官
人
は
前
司
為
章

の
不
当
を
厳
し
く
訴
え
て
い
る
。
相
論
が
一
応
の
収
束
を
迎
え
る
の
は
、
記
録
荘
園
券
契
所
の
勘
奏
に
よ
っ
て
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
に
太
政

官
符
が
下
さ
れ
た
後
で
あ
る
。
荘
号
は
官
符
・
宣
旨
で
与
え
ら
れ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
国
司
と
共
に
在
庁
官
人
の
動
向
が
荘
園
の
廃

立
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
。

　
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
延
久
の
荘
園
整
理
で
、
大
井
荘
の
「
免
除
」
を
命
じ
る
官
符
が
国
司
に
下
さ
れ
、
「
領
掌
」
を
認
め
る
官
牒
が

東
大
寺
に
下
さ
れ
た
。
論
理
的
に
考
え
れ
ば
「
免
除
」
は
「
領
掌
」
を
導
く
。
し
か
し
同
内
容
の
事
柄
が
宛
所
に
応
じ
て
表
現
を
替
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
渋
田
荘
の
相
論
に
見
え
る
「
勅
免
」
と
い
う
主
張
は
、
免
除
1
1
領
掌
の
論
理
を
表
し
て
い
る
。
興
福
寺
二
二
田

荘
が
す
ぐ
に
転
倒
し
た
よ
う
に
、
国
司
が
与
え
た
荘
号
は
国
司
の
交
替
と
と
も
に
廃
絶
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
国
司
と
荘
園
領
主
と
の
緊

張
関
係
・
相
互
作
用
の
中
で
、
官
符
・
宣
旨
を
得
る
こ
と
、
つ
ま
り
勅
免
が
荘
園
を
安
定
的
に
領
有
す
る
た
め
の
条
件
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
勅
免
の
荘
園
を
立
て
る
場
合
、
新
し
く
荘
園
を
立
欲
す
る
場
合
と
旧
来
の
荘
園
を
改
め
て
立
溢
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
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晦
9
大
伝
法
院
領
山
崎
荘
は
新
立
の
荘
園
で
あ
る
。
鳥
羽
院
庁
牒
は
「
山
前
郷
内
」
に
お
い
て
「
御
願
寺
大
伝
法
院
領
庄
一
塵
」
を
立
肥
す

る
こ
と
を
命
じ
、
立
券
文
は
「
御
願
寺
大
伝
法
院
御
領
山
崎
庄
」
を
立
券
言
上
し
て
い
る
。
荘
号
を
与
え
る
こ
と
は
院
庁
牒
で
指
示
さ
れ
て
い

る
が
、
山
崎
荘
と
い
う
荘
号
は
立
券
文
で
初
め
て
見
え
る
。
酪
2
7
大
田
荘
の
荘
号
は
後
三
河
玉
将
下
文
に
見
え
ず
、
国
司
彫
上
に
始
め
て
見
え

る
が
、
荘
号
を
名
乗
る
こ
と
は
立
券
を
命
じ
た
時
に
は
定
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
翫
2
4
稲
荷
社
領
山
崎
荘
の
前
身
は
国
司
が
立
券
し
た
山
崎
保
で
あ
る
。
稲
荷
社
司
は
「
立
券
坪
付
」
に
任
せ
て
膀
示
を
打
つ
こ
と
を
官
に
申

請
し
、
官
は
国
司
に
宣
旨
を
下
し
て
由
緒
を
確
か
め
た
。
国
司
は
膀
示
を
打
つ
に
当
っ
て
聖
堂
と
す
る
か
否
か
の
勅
定
を
仰
い
で
い
る
。
膀
示

に
は
「
受
領
某
庄
」
と
記
さ
れ
る
の
で
、
膀
示
を
打
つ
に
は
荘
号
が
決
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
司
は
膀
正
銘
を
山
崎
保
と
す
る
か
山

崎
荘
と
す
る
か
で
勅
裁
を
仰
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
晦
7
大
伝
法
院
領
誤
解
荘
は
大
治
元
年
（
＝
二
六
）
に
国
司
庁
宣
に
よ
っ
て
大
伝
法
院
領
と
な
り
、
大
治
四
年
に
鳥
羽
院
庁
牒
で
立
券
・
膀

示
打
ち
が
命
じ
ら
れ
た
。
既
存
の
荘
園
を
改
め
て
立
具
す
る
場
合
、
意
解
は
当
初
か
ら
見
え
る
。
し
か
し
石
井
進
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古

く
か
ら
の
荘
園
も
天
皇
・
院
に
よ
っ
て
立
券
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
す
る
。

立券贈号の成立（佐藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
、
堀
河
蟹
騙
は
六
〇
〇
余
町
の
不
輸
租
田
を
賀
茂
社
に
寄
進
し
た
。
晦
1
福
田
荘
の
立
券
は
こ
の
時
の
も
の
で
あ
り
、

天
皇
の
不
輸
租
田
寄
進
が
荘
園
の
立
券
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
管
見
の
限
り
、
天
皇
・
院
が
荘
園
を
立
節
し
た
最
初
の
事
例
で
あ
る
。

翌
年
、
r
人
女
が
賀
茂
社
に
寄
進
し
た
荘
園
を
立
て
る
べ
き
か
否
か
で
陣
定
が
行
わ
れ
、
民
部
卿
源
経
信
は
「
依
二
承
和
例
ハ
大
小
国
量
レ
程
、

可
レ
被
レ
行
。
因
コ
准
封
事
ハ
可
レ
被
一
一
定
行
一
翼
」
と
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
定
め
に
よ
っ
て
ど
．
の
よ
う
な
決
定
が
な
さ
れ
た
か
は
未
詳
で
あ

る
。
し
か
し
天
皇
の
荘
園
寄
進
が
人
々
の
荘
園
寄
進
を
促
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
賀
茂
社
領
の
立
券
を
契
機
と
し
て
天
皇
・
院
が
荘

園
の
立
券
を
命
じ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
並
行
し
て
荘
号
が
官
符
・
宣
旨
に
よ
る
と
い
う
認
識
が
浸
透
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
民
部
卿
経
信
の
言
葉
に
は
荘
園
を
国
家
的
給
付
で
あ
る
封
戸
に
準
じ
て
扱
う
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
お
り
、
荘
園
が
国
家
的
給
付
と
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し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
事
例
は
尊
勝
寺
が
落
慶
し
た
後
に
も
見
え
る
。
各
地
か
ら
尊
勝
寺
へ
荘
園
が
寄
進
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し

「
て
白
河
院
は
単
物
の
不
足
分
を
も
っ
て
荘
園
を
立
て
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
延
久
の
荘
園
整
理
で
は
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
の
荘

園
の
う
ち
、
放
生
米
代
の
浮
免
田
や
封
戸
代
の
免
田
を
起
講
以
後
と
い
う
理
由
で
停
止
し
、
国
司
に
放
生
米
・
封
戸
の
弁
済
を
命
じ
て
い
る
。

国
家
的
給
付
を
荘
園
で
代
替
す
る
こ
と
は
国
司
が
先
行
し
て
お
り
、
朝
廷
は
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
＝
世
紀
末
期
以
降
に
天
皇
も
院
が
立

て
た
荘
園
の
多
く
（
特
に
寺
社
領
）
は
、
官
物
（
年
貢
）
を
種
々
の
用
途
に
宛
て
る
こ
と
が
立
荘
の
時
に
定
め
ら
れ
、
荘
園
は
国
家
的
給
付
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
荘
園
の
多
く
が
勅
免
で
あ
る
理
由
は
、
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
寛
治
の
寄
進
が
大
き
な
画
期
と
な
っ
て
、
荘
園
は
由
緒
を
積
ん
で
徐
々
に
成
立
す
る
も
の
か
ら
、
官
符
・
宣
旨
に
よ
っ
て
立
券
さ
れ
、
多
く
‘

は
国
家
的
給
付
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
へ
と
変
っ
て
い
く
。
こ
の
過
程
で
、
立
券
と
荘
号
と
は
密
接
に
関
連
し
、
荘
園
設
立
の
手
続
き
も

定
式
化
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
立
券
荘
号
の
成
立
と
言
う
に
相
応
し
い
。
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①
　
以
下
一
壷
に
掲
げ
た
事
例
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
表
の
翫
を
示
し
て
出
典
に

　
か
え
る
。

②
　
坂
本
賞
一
　
一
「
都
牢
・
・
竹
原
荘
の
成
立
」
（
『
日
本
王
朝
圏
家
体
制
論
』
、
東
京
大

　
学
繊
要
点
、
一
九
七
二
年
。
発
表
一
九
六
三
年
）
。

③
　
以
後
の
A
型
に
つ
い
て
、
永
久
五
年
一
二
月
八
目
秦
安
元
田
地
去
状
（
『
平
』

　
一
八
七
九
）
の
端
褻
書
に
は
「
庄
立
券
之
二
五
、
無
離
下
司
預
判
襯
」
と
見
え
る
。

　
こ
の
点
、
更
に
検
討
し
た
い
。

④
　
天
治
二
年
二
月
日
法
勝
寺
政
所
下
文
案
（
『
平
隔
ご
〇
三
一
・
二
〇
三
二
）
。

⑤
　
坂
上
「
安
芸
国
高
田
郡
司
藤
原
氏
の
所
領
集
積
と
伝
導
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
一

　
－
九
、
一
九
八
二
年
）
。

⑥
　
現
存
す
る
史
料
に
よ
る
限
り
、
郡
司
・
刀
禰
の
立
券
は
一
一
世
紀
末
期
を
最
後

　
に
見
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
郡
司
・
刀
禰
の
立
券
は
国
領
で
行
わ
れ
て
い
た
の

　
で
は
な
か
ろ
う
か
。
囁

⑦
天
養
元
年
一
〇
月
二
〇
日
鳥
羽
悪
意
下
文
案
（
『
平
』
二
五
四
一
）
。

⑧
　
保
立
「
中
世
に
お
け
る
山
野
河
海
の
領
有
と
支
配
」
一
五
一
頁
。

⑨
相
論
に
は
当
嘉
者
が
立
ち
合
う
。
例
え
ば
長
承
二
年
（
＝
三
三
）
六
月
一
四

　
日
官
宣
旨
案
（
『
平
』
ご
二
七
八
）
に
よ
る
と
、
醍
当
寺
円
光
院
使
と
藤
原
成
通
家

　
使
が
膀
示
打
ち
に
立
ち
会
っ
て
い
る
。

⑩
　
久
｛
女
四
年
　
（
一
一
四
八
）
　
一
二
月
一
七
日
大
宰
府
…
政
所
下
文
写
（
『
平
』
　
二
六

　
五
七
）
。

⑪
『
大
日
本
史
料
』
第
三
篇
之
二
〇
、
九
六
二
〇
六
・
＝
二
六
頁
。

⑫
康
治
二
年
八
月
一
九
日
官
宣
旨
案
（
『
平
』
二
五
二
〇
）
、
文
治
二
年
四
月
八
日

　
醍
醐
寺
文
書
自
録
（
『
鎌
倉
遺
文
』
八
四
）
五
八
頁
、
『
醍
醐
尊
卑
記
』
十
七
、
二

　
五
七
・
入
枠
。

⑬
長
承
二
年
五
月
二
八
日
金
剛
峯
寺
請
文
案
（
『
平
臨
ニ
ニ
七
一
）
、
『
醍
醐
雑
事

　
記
』
二
四
六
・
二
五
二
百
ハ
等
。



立券荘号の成立（佐藤）

⑭
「
立
券
二
月
」
な
ど
も
見
え
る
（
『
平
臨
匹
二
四
・
三
七
四
八
、
『
鎌
倉
遺

　
文
』
八
二
〇
等
）
。

⑯
　
一
一
世
紀
の
立
券
の
主
体
は
立
券
の
命
を
請
け
た
郡
司
・
刀
禰
で
あ
る
が
、
一

　
～
世
紀
繋
縛
以
降
で
は
、
立
券
を
命
じ
る
側
の
上
使
・
院
使
が
立
券
の
主
体
と
な

　
る
。
立
無
言
避
状
の
軍
曹
所
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
は
、
B
型
に
限
っ
て
言
え
ば
、

　
こ
の
よ
う
な
立
券
の
主
体
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ

　
れ
は
巾
蝕
文
書
の
注
進
状
と
い
う
様
式
の
成
立
の
中
で
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
・

⑯
保
立
前
掲
論
文
一
五
〇
頁
。

⑰
　
大
由
荘
に
つ
い
て
は
第
三
節
参
照
。
黒
血
荘
に
つ
い
て
は
久
安
五
年
六
月
＝
二

　
胃
口
東
⊥
入
寺
僧
旧
営
押
仁
μ
・
伊
賀
国
日
H
代
出
コ
原
利
啓
が
雷
瓢
間
注
記
　
（
職
平
』
　
二
山
ハ
山
ハ
山
ハ
・
二

　
六
六
七
）
、
保
元
元
年
一
一
月
鴇
伊
賀
国
在
庁
官
人
解
案
（
『
平
』
二
八
六
〇
）
等
。

⑱
永
治
二
年
三
月
二
五
日
越
後
国
留
守
所
牒
（
蜘
平
』
二
四
六
六
）
、
安
元
元
年
八

　
月
七
日
東
大
寺
荘
園
文
書
講
納
言
（
『
平
』
三
七
〇
〇
）
。

⑲
大
山
喬
平
「
國
衙
領
に
お
け
る
領
主
舗
の
形
成
」
（
『
暇
本
中
買
置
村
史
の
研

　
究
』
、
一
九
七
八
年
、
岩
波
書
店
。
発
表
一
九
六
〇
年
）
。

⑳
　
供
給
が
「
地
主
」
の
役
割
と
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
（
『
平
嚇
　
一
二
四
二
山
ハ
）
。

⑳
　
水
野
章
二
「
丹
波
国
大
山
荘
の
現
況
調
査
」
（
『
異
本
歴
史
』
四
七
六
、
一
九
八

　
客
年
）
一
一
二
六
頁
。

＠
康
治
元
年
ご
一
月
一
八
日
紀
伊
国
司
野
馳
案
（
『
平
』
二
四
九
二
）
、
…
二
月
一

　
離
籍
紀
伊
二
黒
重
重
書
状
案
（
『
平
』
二
四
九
三
）
。

⑭
　
仁
平
一
兀
年
九
月
四
日
大
伝
法
院
至
誠
旧
説
陳
状
案
（
『
平
』
四
七
二
六
．
補
二
一
＝
）
。

　
承
徳
二
年
八
月
一
五
日
栄
出
寺
別
当
実
経
論
文
案
（
『
平
』
＝
二
九
七
）
。

⑭
　
三
沢
清
人
「
中
世
検
注
の
特
質
」
（
『
三
二
史
研
究
』
二
三
三
、
一
九
入
二
年
）
。

（
⑳
　
佐
藤
「
平
安
時
代
の
国
の
検
照
」
。

⑯
永
久
二
年
＝
月
二
六
日
太
政
官
牒
（
『
平
』
一
入
一
一
）
、
永
久
三
年
四
月
二

　
五
日
丹
波
國
整
骨
宣
（
『
平
』
一
八
ニ
ニ
）
。

⑳
　
大
治
四
年
二
月
三
目
覚
鐵
解
写
（
『
平
駈
二
㎜
二
四
）
。

⑳
　
一
図
四
年
四
二
九
正
門
世
音
寺
政
所
下
文
案
（
『
平
』
一
〇
二
六
）
、
万
寿
二
年

　
一
〇
月
一
山
ハ
日
玉
瀧
…
杣
一
司
等
解
…
案
（
糊
平
』
五
〇
一
）
、
瓢
人
喜
二
隔
ヰ
ニ
一
月
ニ
ゴ
智
P
官

　
宣
旨
案
（
『
平
』
七
一
〇
）
。
ま
た
西
岡
虎
之
助
「
神
護
寺
領
荘
園
の
成
立
と
統

　
制
」
（
『
荘
園
史
の
研
究
』
下
巻
　
、
一
九
五
六
年
、
岩
波
書
店
。
発
表
一
九
ゴ
ニ

　
年
）
参
照
。
西
谷
地
「
中
世
的
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
文
書
主
義
と
法
慣
習
」
四
九

　
頁
参
照
。

⑳
　
寛
弘
元
年
九
月
二
五
旧
太
政
官
符
案
所
々
金
剛
峯
舞
舞
状
（
『
平
』
四
三
六
）
。

⑳
　
『
儒
林
集
要
』
に
も
同
様
の
勝
示
銘
様
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
署
判
者
は
「
官

　
使
姓
ム
判
」
で
あ
る
。
こ
の
点
更
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
官
使
が
下
向
し
た
揚

　
合
の
膀
示
の
署
判
は
筆
使
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
長
和
一
二
年
間
一
〇
一
四
）
　
二
月
一
九
口
H
筑
輔
導
胤
幽
符
案
（
『
平
』
四
七
論
ハ
）
。

⑳
芙
喜
元
年
三
月
二
七
日
官
宣
旨
案
（
『
平
』
七
〇
一
）
。

⑳
　
天
薯
二
年
穴
月
五
日
東
大
寺
申
状
案
（
『
平
』
七
一
七
）
、
天
喜
二
年
七
月
二
五

　
年
弱
宣
旨
案
（
『
平
』
七
一
八
）
。

⑭
註
魎
、
天
喜
四
年
閏
童
月
二
六
日
官
宣
旨
案
（
『
平
』
七
八
九
）
、
天
喜
六
年
正

　
月
八
日
伊
賀
国
司
庁
宜
（
『
平
』
八
八
｝
）
。

⑳
　
万
寿
一
一
年
五
月
一
四
日
威
儀
師
仁
満
解
案
（
『
平
』
四
九
九
）
。
同
年
入
月
一
四

　
日
東
大
寺
別
当
房
政
所
下
文
案
（
『
平
』
五
〇
〇
）
。
同
年
一
〇
月
一
六
日
玉
瀧
杣

　
司
請
文
案
（
『
平
』
五
〇
一
）
。
な
お
こ
の
慕
例
で
は
四
至
高
と
膀
示
が
見
え
る
。

　
札
・
榜
示
に
つ
い
て
は
保
立
前
掲
論
文
一
六
三
頁
、
田
良
島
哲
「
禁
制
制
札
の
発

　
生
」
（
『
三
浦
古
文
化
』
五
二
、
一
九
九
瓢
一
年
）
。

⑳
　
以
下
の
記
述
は
天
喜
四
年
閏
三
月
二
六
臼
官
宣
旨
案
（
『
平
』
七
八
七
）
、
天
喜

　
四
年
閏
三
月
二
六
日
韓
語
漫
筆
（
『
平
』
七
九
〇
）
、
康
平
三
年
六
月
二
二
日
官
宣

　
旨
案
（
『
平
』
九
五
八
）
、
康
平
四
年
⊥
一
月
三
〇
日
美
濃
国
司
講
文
案
（
『
平
』

　
九
七
七
）
、
延
久
三
年
六
月
三
〇
日
太
政
官
符
案
（
『
平
』
一
〇
六
〇
）
、
延
久
三

　
年
六
月
三
〇
日
太
政
官
牒
案
（
『
至
剛
　
一
〇
山
ハ
一
）
、
承
保
三
年
三
月
二
七
霞
安
八

　
郡
司
解
案
（
『
平
』
一
一
三
〇
）
、
嘉
保
三
年
五
月
＝
一
日
官
宣
旨
案
（
『
平
』
　
一
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三
五
三
）
、
嘉
承
三
年
六
月
二
四
日
安
八
郡
司
解
案
（
『
平
』
｝
六
八
九
）
等
に
よ

　
る
。
ま
た
岐
阜
梁
編
『
岐
阜
県
史
瞼
通
史
編
中
世
（
岐
阜
照
、
一
九
六
九
年
）
第

　
六
漁
母
第
一
節
　
‡
自
大
山
守
領
大
井
荘
」
　
（
大
山
喬
平
玩
執
筆
）
参
昭
川
。

⑳
　
長
承
元
年
一
二
月
九
日
鳥
羽
上
皇
院
宣
案
（
『
平
』
ニ
ニ
五
三
）
。

⑳
　
南
2
9
壬
生
荘
立
券
文
に
は
「
依
為
往
古
御
供
田
不
能
検
注
之
」
と
見
え
る
。

⑲
広
島
県
編
『
広
島
県
史
』
原
始
・
古
代
（
広
島
県
、
一
九
八
○
年
）
第
肩
章
第

　
三
節
「
荘
園
・
公
領
制
の
成
立
と
展
開
」
（
田
村
裕
氏
執
筆
）
四
七
〇
頁
参
照
。

⑩
　
榜
示
打
ち
の
後
に
膀
示
注
文
が
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

＠
　
な
お
晦
2
7
大
田
甘
煮
置
文
の
端
裏
書
に
「
膀
示
井
立
貫
文
」
と
見
え
る
。

⑫
，
建
久
元
年
八
月
二
五
日
笛
崎
宮
在
京
所
司
解
（
『
鎌
倉
遣
文
』
四
七
六
）
。

⑬
　
佐
藤
前
掲
論
文
。

⑭
　
以
下
の
記
述
は
康
和
二
年
二
月
一
九
目
丹
波
国
司
解
案
（
『
平
』
一
四
二
六
）
、

　
康
和
一
一
年
八
月
工
ハ
日
丹
波
国
司
解
案
（
『
平
』
｝
四
　
二
三
）
、
康
和
四
年
一
〇
月

　
四
瞬
官
宣
玉
案
（
『
平
』
一
五
〇
一
・
一
五
〇
二
）
、
天
仁
二
年
七
月
一
〇
日
丹
波

　
圏
在
庁
官
人
等
解
案
（
『
平
』
一
七
〇
七
）
、
永
久
二
年
一
一
月
一
一
六
臼
太
政
官
牒

　
（
『
平
』
一
八
一
一
）
な
ど
に
よ
る
。
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庸
県

　
史
料
第
一
巻
（
兵
庫
県
、
　
一
九
七
四
年
）
繁
八
章
「
武
士
と
荘
園
」
（
大
山
喬
平

　
氏
執
筆
）
参
照
。

⑮
　
大
治
元
年
八
月
日
紀
伊
工
面
庁
宣
案
（
『
平
』
二
〇
八
三
）
、
ま
た
『
平
』
一
二

　
一
六
も
参
昭
酬
。

⑯
　
石
井
「
荘
園
の
領
有
体
系
」
（
網
野
善
彦
・
石
井
進
・
稲
垣
泰
彦
．
・
氷
原
｛
慶
二

　
編
『
講
座
日
本
荘
園
史
鮭
2
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
【
年
）
。

⑰
　
　
『
大
日
本
史
料
』
銘
三
篇
之
一
、
八
七
三
頁
。
坂
本
前
掲
論
文
。

⑯
　
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
五
年
五
月
二
六
日
条
。

⑲
　
　
『
大
目
本
史
料
』
第
三
篇
之
六
、
四
六
二
～
五
〇
四
頁
。
特
に
、
四
七
三
頁
。

⑭
　
延
久
四
年
九
月
五
日
太
政
官
牒
（
『
平
』
一
〇
八
三
）
。
脇
田
晴
子
『
日
本
申
鍛

　
商
業
発
達
史
の
研
究
撫
第
一
章
第
四
節
「
荘
園
鋼
的
支
配
の
成
立
」
（
御
茶
の
水

　
霞
房
、
一
九
六
九
年
、
発
表
一
九
六
八
年
目
。

⑪
竹
内
理
三
『
寺
領
荘
園
の
研
究
隠
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
。
初
版
一
九

　
四
二
年
目
、
坂
本
前
掲
論
文
三
四
〇
頁
、
同
『
荘
園
制
成
立
と
王
朝
隠
家
』
（
塙

　
書
房
、
　
一
九
八
五
年
）
二
五
〇
頁
、
勝
山
清
次
「
便
補
保
の
成
立
に
つ
い
て
」

　
（
『
史
林
』
五
九
i
六
、
一
九
七
六
年
）
。
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終
章
　
立
券
蓑
号
の
世
紀

　
一
一
世
紀
を
通
じ
て
荘
園
は
各
地
で
廃
立
を
繰
り
返
す
。
荘
園
整
理
が
行
わ
れ
る
一
方
で
荘
園
領
主
は
荘
園
の
領
域
化
を
志
向
す
る
。
そ
の

よ
う
な
政
治
状
況
の
中
で
、
後
三
条
新
制
を
経
て
、
一
一
世
紀
末
期
に
天
皇
・
院
が
荘
國
を
立
益
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
天
皇
・
院
を
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

心
と
す
る
支
配
階
層
が
荘
園
制
を
選
択
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
荘
園
は
天
皇
・
院
が
立
て
る
も
の
と
い
う
観
念
が
成
立

・
浸
透
す
る
。
立
券
荘
号
の
成
立
は
こ
の
一
一
世
紀
宋
期
に
求
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
一
二
世
紀
中
期
に
お
い
て
、
立
券
の
重
点
が
検
注
か
ら
膀
示
打
ち
へ
と
移
行
す
る
。
鳥
羽
院
は
立
荘
に
当
っ
て
荘
園
内
部
の
問
題
を
荘
園
領



立券荘号の成立（佐藤）

主
に
委
ね
、
自
ら
は
専
ら
に
領
域
確
定
と
免
除
特
権
付
与
、
つ
ま
り
荘
園
の
枠
組
み
を
確
定
す
る
こ
と
を
担
う
。
院
は
自
ら
を
境
界
の
裁
定
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ

免
除
特
権
の
付
与
者
、
つ
ま
り
荘
園
を
外
部
か
ら
管
理
す
る
春
と
し
て
位
置
付
け
た
。
一
一
世
紀
を
通
じ
て
荘
園
領
主
が
展
開
し
て
き
た
荘
園

　
　
　
　
　
②

領
域
化
の
動
向
は
、
こ
の
鳥
羽
院
政
期
に
制
度
化
さ
れ
、
一
つ
の
帰
結
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
そ
し
て
保
元
二
年
（
＝
五
七
）
、
新
制
が
発
布
さ
れ
る
。
後
白
河
天
皇
は
自
ら
の
即
位
後
に
宣
旨
を
得
ず
に
立
て
ら
れ
た
荘
園
の
停
廃
と
注

進
と
を
命
じ
た
。
後
白
河
は
国
司
に
よ
る
立
荘
を
否
定
し
、
荘
号
を
与
え
る
権
能
つ
ま
り
立
荘
権
を
収
擁
し
た
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

新
制
は
王
土
思
想
を
表
明
し
、
神
人
・
寄
人
、
寺
社
の
統
制
へ
と
展
開
す
る
。
そ
の
王
土
思
想
は
単
な
る
観
念
的
な
も
の
で
は
な
い
。
鳥
羽
院

政
期
に
お
い
て
荘
園
の
立
券
を
命
じ
る
権
能
は
す
で
に
実
質
的
に
院
に
収
敏
し
て
い
る
。
鳥
羽
院
の
権
力
を
引
き
継
い
だ
後
白
河
天
皇
は
王
土

思
想
を
表
明
す
る
だ
け
の
根
拠
を
持
っ
て
い
た
。

　
た
だ
し
そ
の
一
方
で
国
司
庁
宣
・
国
司
免
判
の
意
味
も
重
要
で
あ
る
。
九
条
家
で
は
晦
4
1
日
根
荘
の
立
券
に
当
っ
て
、
当
家
の
例
と
し
て
国

司
免
判
を
得
た
後
に
政
所
下
文
を
発
給
し
て
家
領
と
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
国
司
下
墨
が
荘
務
執
行
の
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
国
務
と
荘
務
と

の
相
互
関
係
を
示
し
て
い
る
。
国
司
庁
宣
・
国
司
免
罪
に
よ
り
国
務
は
耳
蝉
へ
移
管
さ
れ
る
。
そ
れ
は
他
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
立
券

荘
号
に
お
け
る
在
庁
官
人
の
立
ち
合
い
は
、
国
司
庁
宣
の
発
給
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
立
券
雌
蝶
が
行
わ
れ
た
時
期
は
、
一
一
世
紀
末
期
か
ら
＝
二
世
紀
前
期
ま
で
の
約
一
五
〇
年
間
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
従
来
の
研
究
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
荘
園
公
領
制
の
成
立
期
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
立
全
勝
号
に
よ
っ
て
荘
園
が
設
定
さ
れ
た
時
期
と
し
て
、
考
え
直
す
こ
と

も
で
き
る
と
思
う
。
こ
の
一
五
〇
年
間
に
荘
園
の
性
格
は
大
き
く
変
化
す
る
。
い
わ
ば
古
代
荘
園
か
ら
中
世
荘
園
へ
の
転
回
で
あ
る
。
荘
園
は

国
家
的
給
付
の
代
替
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
荘
官
が
立
券
に
立
合
う
よ
う
に
な
り
、
荘
官
・
荘
園
は
国
調
的
な
位
置
付
け
を
得

る
。
そ
し
て
荘
園
内
部
の
統
治
支
配
権
は
国
家
権
力
の
分
有
形
態
（
一
荘
務
権
）
と
し
て
荘
園
領
主
に
担
わ
れ
、
荘
園
は
一
個
の
大
土
地
所
有
で

あ
る
と
岡
時
に
一
個
の
統
治
機
構
と
し
て
確
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
荘
園
の
堺
は
国
郡
の
堺
と
同
様
に
、
国
家
的
な
管
理
の
下
に
置
か
れ
る
よ

う
に
な
り
、
中
世
的
な
統
治
領
域
が
形
成
さ
れ
る
。
荘
園
制
の
形
成
は
一
国
内
に
お
け
る
所
領
の
再
編
で
も
あ
る
。
立
券
荘
号
に
在
庁
官
人
が
「
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立
ち
合
う
こ
と
は
、
国
内
の
荘
園
臥
国
領
の
再
編
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
府
近
辺
の
在
庁
別
名
と
馬
遠
方
の
荘
園
と
い
う
構
図
は
、

こ
の
一
五
〇
年
の
間
に
形
成
さ
れ
た
と
思
う
。
都
鄙
間
交
通
の
頻
繁
化
や
地
域
社
会
の
複
合
化
に
と
も
な
い
、
従
来
の
機
構
で
は
十
分
な
統
治

は
で
き
な
く
な
る
。
住
人
は
勧
農
の
よ
う
な
分
厚
い
統
治
行
為
を
積
極
的
に
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
古
代
国
塚
の
統
治
機
構
は
許
こ
の
よ
う

な
状
況
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
荘
園
綱
は
従
来
の
国
家
機
構
の
一
部
を
代
替
す
る
緻
密
な
統
治
機
構
と
し
て
、
王
権
を

核
と
す
る
都
市
領
主
が
選
択
し
た
統
治
形
態
で
あ
る
。
た
か
し
設
立
し
た
荘
園
の
支
配
が
安
定
す
る
か
否
か
は
深
々
の
荘
園
領
主
の
力
量
に
か

か
っ
て
い
る
9
立
券
三
号
は
荘
園
領
主
に
と
っ
て
支
配
の
完
成
で
は
な
く
A
始
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。

　
＝
二
世
紀
中
期
以
降
へ
新
し
く
荘
園
を
立
著
す
み
こ
と
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
延
応
元
年
（
＝
一
三
九
）
、
若
狭
国
司
庁
宣
は
太
良
保
を
歓
喜

光
要
領
と
し
て
「
立
券
寺
号
」
す
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
そ
れ
は
「
可
レ
被
二
恩
号
一
」
、
「
可
レ
令
二
庄
号
一
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
立
券
の
重
要
性

　
　
　
　
　
　
⑤

は
失
わ
れ
て
い
る
。
荘
幡
の
立
券
は
国
家
財
政
の
問
題
、
統
治
機
構
の
問
題
、
立
荘
を
可
能
に
す
る
地
方
の
問
題
（
国
衙
や
在
地
の
領
主
、
そ
し

て
地
形
環
境
と
画
工
の
問
題
）
な
ど
に
関
係
す
る
が
、
一
三
世
紀
中
期
と
い
う
時
期
は
、
承
久
の
乱
以
を
経
た
幕
府
の
役
割
も
十
分
に
考
慮
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

き
で
あ
ろ
う
。
公
家
新
得
に
含
ま
れ
て
き
た
荘
園
整
理
の
項
目
が
嘉
禄
元
年
（
一
＝
一
五
）
を
最
後
に
姿
を
消
す
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
後
も
郷
・
書
置
が
寺
拙
領
と
し
て
不
輸
・
不
入
権
や
借
書
を
得
る
こ
と
は
あ
る
。
一
三
世
紀
後
半
は
大
き
な
社
会
変
動
の
時
期
で
あ
り
、

扁
黒
化
の
方
向
で
荘
園
自
体
も
変
化
し
て
行
く
。
朝
廷
や
幕
府
は
個
々
の
荘
園
の
内
部
へ
介
入
を
強
め
て
行
く
。
立
券
の
終
焉
は
荘
園
制
の
第

二
段
階
へ
の
移
行
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

①
後
三
条
天
皇
の
勅
旨
田
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

②
小
山
靖
憲
「
荘
園
制
的
領
域
支
配
を
め
ぐ
る
権
力
と
村
落
」
（
『
中
世
村
落
と
荘

　
園
絵
図
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
。
発
表
｝
九
七
四
年
）
。

③
保
元
二
年
三
月
一
七
日
太
政
嘗
符
案
（
『
平
』
二
八
七
六
）
。

④
　
石
井
進
「
院
政
時
代
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
櫓
船
史
』

　
2
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
。
網
野
善
彦
「
荘
園
公
領
綱
の
形
成
と

　
構
造
」
（
『
日
本
中
世
土
地
確
度
史
の
研
究
』
、
塙
慰
房
、
一
九
九
一
年
、
発
褒
一

　
九
七
三
年
）
。

⑤
　
『
鎌
倉
遣
文
』
五
五
〇
一
・
五
五
〇
二
。

⑥
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
山
企
年
）
参
照
。

　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
　
京
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The　Formation　of　1～即題πShogo立四時号

Sato　YAsumRo

　　In　this　articie，　the　author　traces　the　changing　meaning　of　rikfeen立券

from　the　8th　to　the　13th　centuries　and　considers　chaRges　in　the　possession

of　estates　and　the　formation　of　the　s加6π荘園systeln．　The　first　period・was

from　the　8th　century　to　the　latter　half　of　the　9th　century．一Those　who

dealt　in　estates　had　to　obtain　the　sanction　from　the　provincial　administr－

ators　called々。々πs痂国司and　gun2i郡司．　R漉々佛meallt　that　the　oMcers

gave　their　sanctioエ1　to　the　sale　of　estates　and　drew　up　their　contract

notes．　lt　prescribed　that　the　seller　should　petition　rifeleen，　but　actually

the　buyer　requested　it．

　　The　second　period　was　from　the　end　of　the　9th　century　to　end　of　the

llth　century．　At　that　time，　the　othcers　ceased　to　sanction　dealings　in　yeal

estate．　lnstead，　rifefeen　came　to　mean　the　necessary　procedure　for　those

who　aquired　estates　for　the　first　time　by　purchase　or　transfers　to　gain　the

sanction　of　a　gttnzi　or　a　tone刀禰，　a　man　of　high　repute　in　the　village．

When　nobles　and　Buddhist　priests　living　in　the　country　aquired　estates　far

from　their　home，　they　infor皿ed　a　gunzi　or　a　tone　of　their　aquisition　to

gain　a　guarantee　of　their　holdings　and　to　make　secure　their　management

of　their　lands．　On　the　other　hand，　ordinary　people’s　right　of　estates　posse－

ssion　was’recogRized　in’day－to－day　social　relations，　and　so　they　did　not　go

through　these　procedures　except　iR　unusual　cases．・　lnterceding　for　estate

owners，　some　guatdians　ordered　rifefeen　procedures，　and　gunzi　were　told　to

take　rilefeen　prccedures　by　a々。勧s雇when　the　owner　had　some　spec宝al

reason，　for　example，　if　he　asked　for　the　right　of　exemption　from　taxes　put

on　his　estate，　especially・　in　his　shoen．’　Their　exclusive　right　of　exemption

from　taxes　was　examined　every’time　a　kokz・｛shi　was　relieved，　at　wltich　time

it　was　necessary　’that　they　had・　taken　rifeken．　procedure．

　　The　third　period・was　from　the　erid　of　the・　11th　century　to　’the　iniddle’　of

the　13th．　century．．　’Rifefeen　at　that　time　meant　the　proeedure　taken　wh’eri

people　set　up　their　shoen．　lt　was　not　a　gun2i　or　a　tone　but　messengers　of　an

emperor　or　retired　emperor　and．locai　oMcials　who　were　local　me’撃煤@’of　stad－

ing　that　gave　their　sanction，　and　shoen　began　to　recieve　oMcial　recognhion

as　a　government；　There　weice　two　concrete　Operations　of　rifeleen．　One’　waS
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the　investigatipn　gf　13nds，　c母11ed　feenchu検注，　and　the　othβr　was　to　erect

wooden　landmarks　ca11¢d． U碗二二on　the　b6rder．line　of　shoen．　The　former

was　i皿portant　untill　the　middle　of　the　13th　century　and　afterwards　the

latter　was　given皿ore　emphasis．　But　i烈the　middle　of　the　13th　century，

rifefeen　came　to　an　end．

　　The　definition　of　shoen　had　changed，　and　it　became　necessary　to　obtain

．an　e皿peror’s　or　retir合d　emperor’s． 唐≠獅モ狽奄盾氏D　Additionaily，　shoen　organization

began　to　take　the　place　of　the　local　administrative　organization，　kofeuga

．二二，．When．they　set　up　shoen，　the　owners　did　not　send　thelr　own　mes一

’sengers，　instead　those　of　an　emperor　or　retired　emperor　went　to　the　spot

and　went　through　rifefeen　procedures　with　local　oMcers．　The　emperors

decided　the　territory　of　shoen　and　gave　many　kinds　of　special　rights；

・problems　within　the　shoen　were　left　to　the　owner．　The　shoen　systern

was　established　in　this’ 翌≠凵C　ahd　after　the　rriiddle　of　the　13th　century，　it

entered　a　new　stage．

，Proge＄s　of　the　PQIitical　Change　about　Debates

　　　　　　　　　on　the　Expedition　to　Korea

TAi〈AHAsHi　Hidenao

　　This　article　attempts　to　elucidate’the　actual　conditions．and　historical　sig－

nificance　of　the　political　changes　surrounding　the　debates　on　the　Expedi一

・tion’　to　Korea，・　an　isstte　which　has　recently　been　the　object　of　much　rese－

arch．

　　During　the　fifth　and　sixth　years　of　the　Meiji　period，　fierce　opposition　de－

veloped　between　those　ministries・which　attempted　to　enlarge　haphazardly

an．“enlightened　policy（開化政策）”in　order　to　modernize　rapid王y　and　the

Ministry－of　Finance，　controlled　by　the　Kido　group，　which　tried　to　restrict

this’policy．．　During　the　latter　of　the　fifth　year　of　the　Meiji，　except　for　the

Kido　group，　most　people　in　government　teBded　towards．　a　hard　line　tow－

ards　foreign　eounnies　and　came　to　advocate　an　expedition　to　Taiwan．

The　Ministry　of　Finance　firmly　opposed　this　tendency　and　prevented　the

expedition；　・In　the／governmental　reform　of　May，　the　sixth　year　of　the

Meiji　period，’　the　Kido　group’s　control　over　the　Ministry　of　Finance　was
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